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平成２３年５月１９日厚生労働大臣決定

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画

（平成２３年度）

第１ はじめに

本計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６

号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、「政策評価に関する

基本方針」（平成１７年１２月１６日閣議決定。以下「基本方針」という。）

及び「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第２期）」（平成１９

年３月３０日厚生労働大臣決定。以下「基本計画」という。）を踏まえて、平

成２３年度に実施する事後評価の対象、評価の方法等を明らかにするものであ

る。

第２ 計画期間

本計画の対象期間は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までと

する。

第３ 政策体系及び評価予定

政策体系を別紙１のとおり定める。合わせて、施策中目標及び施策小目標の

達成状況の把握に資する指標及び目標値（達成水準・達成時期）並びに施策中

目標ごとの評価予定を別紙１に示す。

目標値については、本計画期間中に実施する事後評価に関連し前年度の実施

計画において設定していた目標値等を改めて示すとともに、本計画期間中に実

施する施策についても、今後の事後評価に備え、あらかじめ目標値を設定し明

らかにしている。

なお、別紙１に示す指標、目標値、事務事業等については、評価書作成時に、

より適切な評価を実施する観点から必要があれば、追加等を行うこととする。

第４ 事後評価の対象及び評価の方法

事後評価の対象及び評価の方法は以下に掲げるとおりとする。

１ 政策体系に基づき対象とする政策（基本計画第７の１（１）関係）
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政策体系の施策中目標については、毎年度、評価又は指標のモニタリング

を行う。平成23年度において評価を行う政策及び評価の方法は、別紙１（政

策体系及び評価予定）及び別紙２（総合評価予定一覧）のとおりとする。

加えて、指標のモニタリングの結果により評価の必要が生じた施策中目標

について、実績評価方式、総合評価方式又は事業評価方式のうちから適切に

選択した評価方式により評価する。この場合の具体的な対象及び評価の方法

は、政策統括官付政策評価官室（以下「政策評価官室」という。）が、当該

政策の担当部局（大臣官房の各課を含む。以下同じ。）及び査定課（大臣官

房会計課及び大臣官房人事課）と調整の上、定めることとする。

２ 研究開発（基本計画第７の１（２）関係）

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日内閣

総理大臣決定）に基づき、総合科学技術会議において事後評価の対象とする

こととされた研究開発について、原則として事業評価方式により評価するこ

ととする。

３ 公共事業（基本計画第７の１（３）関係）

個々の公共事業であって、「水道施設整備事業の評価の実施について」（平

成２１年４月２１日健発第0421001号。以下「水道施設整備事業評価実施要

領」という。）で定めるところにより事後評価の対象とすることとしたもの

について、原則として事業評価方式により評価することとする。

４ 事前評価を実施した政策（基本計画第７の１（４）関係）

事前評価の実施後、一定期間が経過した事業のうち事後評価の対象とする

ものは、別紙４（事業評価予定一覧）のとおりとし、事業評価方式により評

価することとする。

加えて、事前評価を実施した政策のうち、事前評価の際に設定した評価指

標の推移、政策効果の発現時期を参考にして評価の必要が生じたものについ

て、事業評価方式により評価する。この場合の具体的な対象及び評価の方法

は、政策評価官室が、当該事業の担当部局及び査定課（大臣官房会計課）と

調整の上、定めることとする。

５ 政策決定後５年間が経過した時点で未着手のもの（基本計画第７の１（５）

関係）

該当なし

６ 政策決定後１０年間が経過した時点で継続中のもの（基本計画第７の１

（５）関係）

個々の公共事業であって、「水道施設整備事業評価実施要領」で定めると

ころにより事後評価の対象とすることとしたものについて、原則として事業
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評価方式により評価することとする。

７ 成果重視事業（基本計画第７の１（６）関係）

事後評価の対象とする成果重視事業は、別紙３（成果重視事業一覧）とし、

原則として事業評価方式により評価することとする。

８ 租税特別措置等（基本計画第７の１（７）関係）

租税特別措置等（法人税、法人住民税、法人事業税）について、実績評価

方式、総合評価方式又は事業評価方式のうちから適切に選択した評価方式に

より評価する。具体的な対象及び評価の方法は、政策評価官室が、当該政策

の担当部局及び査定課（政策統括官付社会保障担当参事官室及び労働政策担

当参事官室）と調整の上、定めることとする。

９ 閣議決定等（基本計画第７の１（８）関係）

１から８までに掲げるもののほか、閣議決定等の内閣の基本方針に基づき

政策評価の対象とするものについて、実績評価方式、総合評価方式又は事業

評価方式のうちから適切に選択した評価方式により評価することとする。

１０ その他（基本計画第７の１（９）関係）

その他国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすと認められる政策

のうち、本計画の計画期間内に見直しが必要となったものについて、必要に

応じ、実績評価方式、総合評価方式又は事業評価方式のうちから適切に選択

した評価方式により評価することとする。この場合の具体的な対象及び評価

の方法は、政策評価官室が、当該政策の担当部局及び関係する査定課と調整

の上、定めることとする。

第５ 事後評価の実施

１ 政策体系の施策目標の指標のモニタリング

（１）担当部局は、設定した指標についてモニタリングし、その結果を適切な

時期に査定課及び政策評価官室に提出する。

※ 査定課とは、組織・定員要求を伴う政策については大臣官房人事課、

予算要求又は財政投融資資金要求を伴う政策については大臣官房会計課、

税制改正要望を伴う政策については政策統括官付社会保障担当参事官室及

び労働政策担当参事官室をいう。以下同じ。

（２）査定課は、モニタリング結果を参考に査定を行い、組織・定員要求、予

算要求、税制改正要望等に反映する。

（３）政策評価官室は、モニタリングの結果を取りまとめ、公表する。
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２ 実績評価方式による評価

（１）担当部局は、原則として施策中目標ごとの指標の達成度を中心として評

価を実施し、評価結果を評価書等（法第１０条に規定する評価書及びその

要旨をいう。以下同じ。）として取りまとめ、５月中の適切な時期に査定

課及び政策評価官室に提出する。

（２）査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求、予算要求、

税制改正要望等に反映する。

（３）政策評価官室は、評価結果について技術的助言等を行うとともに、当該

助言や査定課の指摘等を踏まえて担当部局等が修正を加えた評価書等を取

りまとめ、公表する。

３ 総合評価方式による評価

（１）担当部局は、①当該政策の問題点の把握、原因の分析等がなされた時期

に総合評価を、②総合評価結果を踏まえた当該政策の見直しが決定された

時期に評価結果の政策への反映状況の報告等を、評価書等としてとりまと

め、評価実施後速やかに政策評価官室に提出する。

（２）査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求、予算要求、

税制改正要望等に反映する。

（３）政策評価官室は、評価結果について技術的助言等を行うとともに、当該

助言や査定課の指摘等を踏まえて担当部局等が修正を加えた評価書等を取

りまとめ、公表する。

４ 事業評価方式による評価

上記２に準じ、必要に応じて政策評価官室が担当部局等と調整の上、評価

を実施する。

第６ 学識経験を有する者の知見の活用

担当部局は実績評価書の作成に当たって、学識経験者等の高度の専門性や実

践的知見の活用を図るとともに、政策評価官室において、「政策評価に関する

有識者会議」を開催し、作成したすべての実績評価書について、有識者からの

意見聴取を行い、必要に応じて評価書に反映する。

また、政策評価官室は、年度末を目処に「政策評価に関する有識者会議」を

開催し、次年度の政策評価の実施に関する意見聴取等を行う。

第７ 評価結果の政策への反映状況の公表

担当部局及び査定課は、評価結果を、新たな政策の企画立案（組織・定員要

求、予算要求、税制改正要望等を含む）、既存の政策の見直し・改善に反映さ

せるための情報として活用する。また、担当部局は、平成２３年度に実施した
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政策評価の結果の政策への反映状況について、９月上旬を目途に政策評価官室

に報告する。

政策評価官室は、それらの反映状況を取りまとめ、公表する。

第８ その他

１ 政策評価の継続的改善

政策評価官室は、政策評価制度全般の改善・充実を図るため、他府省、地方

公共団体等及び外国の状況に関する知識などの政策評価に関する情報を幅広く

収集し、政策効果の把握の手法等の調査、研究及び開発を積極的に進めること

とする。

２ 職員の資質の向上

政策評価官室は、職員の資質の向上を図るため、収集した政策評価に関する

知識や経験等を担当部局等に適宜提供するとともに、政策評価に関する説明会

を随時開催する。

３ 本計画の改正

本計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、基本方針又は

基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。

４ 厚生労働省における政策評価実施要領

本計画に定めるもののほか、事後評価の実施に関し必要な事項は、厚生労働

省における政策評価実施要領に定める。



別紙１
別紙１

②責任課室
（課室長名）

③施策中目
標

⑤目標達成手
法

⑦目標値
（達成水準／達成

時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水

準)

⑧最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
21年度以上/

22年度
177,053人
(21年度）

2
前年度以上/

毎年度
21年度以上/

22年度
17,102人
(21年度）

3
前年度以上／　毎

年度
21年度末以上/

22年度末
28.2％

(22年12月時点）

ー ー ー

前年度以上/
毎年度

21年度以上/
22年度

3,864
(21年度）

100％/毎年度 100％/毎年度 集計中

評価予定表

施策中目標に係る指標１～
３参照

自立支援プログラムに
より就職・増収した者
の数

施策
小目
標１

自立支援プログラムの策定
数

⑥指標

生活困窮者の自
立を適切に助長
し、保護を適正
に実施すること

・自立支援プ
ログラム策定
実施推進事業
・緊急雇用創
出事業（住ま
い対策の拡
充）（仮称）
・生活保護法
施行事務監査

指導監査の実施率

①施
策目
標番
号

住宅手当受給中に常用
就職した者の割合

基本目標Ⅰ格差の縮小を図る

Ⅰ－1
－2

＜施策小目標に係る指標＞

＜施策中目標に係る指標＞生活困窮
者に対し
適切に福
祉サービ
スを提供
すること

社会・援
護局保護
課（三石
博之）

備考

自立支援プログラムの
各年度の参加者数

④施策小目標

施策大目標Ⅰ－１ナショナルミニマム（健康で文化的な最低限度の生活）の基準の設定に向け、検討する。

評価予定表 備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ モニ実績モニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 － －
20,508

(平成21年度決算

うち保険料
12,790

（平成21年度決

2 － －
22,481

（平成21年度決

うち基本手当分（給付額）
19,805

（平成21年度決

3 － －
53,870

（平成21年度決

4
前年度以下/

毎年度
前年度以下/

毎年度

8,442件
（平成21年度）

【84.1%】

－ － ー

ー ー ー

評価
予定
表

雇用保険の運営に関する事務 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標４参照

雇用保険の運営に関する事務 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１～３
参照

Ⅰ－２－２
雇用保険制
度の安定的
かつ適正な
運営及び求
職活動を容
易にするた
めの保障等
を図ること

職業安定局
雇用保険課
(課長:坂口

卓)

Ⅰ－2
－2

備考

なし

施策
小目
標１

セーフティネットとして
財政が安定していること

施策
小目
標２

雇用保険の給付を適正に
行うこと

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅰ　格差の縮小を図る

施策大目標２　第二のセーフティネットの整備や、地域のセーフティネット機能の強化等により、生活困窮を防止する

＜施策中目標に係る指標＞

収入額

支出額

積立金残高

不正受給の件数

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重

モニ実績

【重

モニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 前年以下/毎年

2 60%以上/毎年度

3 95%以上/毎年度

ー

毎年度以上／
毎年度

ー

評価
予定
表

＜施策中目標に係る指標＞

施策
小目
標１

ホームレスの自立を促進
すること

・ホームレス自立支援事業
・ホームレス総合相談推進事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１，２
参照

施策大目標Ⅰ-２　第二のセーフティネットの整備や、地域のセーフティネット機能の強化等により、生活困窮を防止する

日常生活自立支援事業の新規
契約締結件数

施策
小目
標２

社会・援護
局地域福祉
課(宮本真
司）

地域福祉を推進すること
により、地域の要援護者
に対する支援を促進する
こと

・日常生活自立支援事業
・運営適正化委員会設置運営事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

Ⅰ-2-3
ホームレス
の方や、日
常生活を送
る上で特別
な援護が必
要な方の地
域での自立
を支援する

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅰ　格差の縮小を図る

Ⅰ－2
－3

全国のホームレスの数

ホームレス自立支援セン
ター退所者のうち、就労
及び福祉制度等の利用に
より退所した者の割合

福祉サービスに関する苦
情受付件数に占める解決
件数の割合

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ実績モニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 27％以上 26％以上
　23.7％

（平成21年度）
【99％】

2 24％以上 22％以上
21.4％

（平成21年度）
【89％】

3 27％以上
31％以上

32.5％
(平成21年度)
【120％】

4
23年度目標が確定

次第記載予定
35%以上

34.3%
【98%】

(平成21年度)

対前年度比
6％以上の増加

前年度実績以上
2,579,090人
(平成21年度)

【-％】

73％以上 70％以上
74.5％

(平成21年度)
【106％】

62％以上 61％以上
60.9％

(平成21年度)
【102％】

２３年度目標が確
20 000件以上

20,784件
【104％】

しごと情報ネットの利用
者がこれを通じて求人情
報に応募するなど具体的
行動を起こした割合

就職支援プログラム対象者の
就職率

正規就職支援プログラム対象
者の就職率

＜施策小目標に係る指標＞

・人材銀行運営費
・ハローワークプラザ運営費
・パートバンク運営費
・マザーズハローワーク事業推進費
・失業給付受給者等就職援助対策費
・求人確保・求人者指導援助推進費
・キャリア交流事業費
・再就職支援プログラム事業費
・福祉人材確保重点プロジェクト推
進費
・非正規労働者総合支援事業推進費
・総合的就業・生活支援事業推進費
・情報サービス産業就職促進費
・職業訓練情報等提供によるキャリ
ア・コンサルティング、就職支援実
施費
・職業相談経費（日雇分）
・パーソナル・サポートモデル事業
の実施に必要な経費

説明会等において労働者派遣
法の周知啓発を図 た事務所

施策
小目
標２

労働者派遣事業、職業紹
介事業等の適正な運営を
確保すること

・職業紹介事業指導援助事業
・労働者派遣事業雇用管理改善等推
進事業費
・人材サービス情報提供事業

負事業適 管

施策
小目
標１

公共職業安定所における
労働力需給調整機能を強
化すること

＜施策小目標に係る指標＞

正社員求人数

Ⅱ－1
－1

Ⅱ－１－１
ハローワー
クの需給調
整機能の強
化、労働者
派遣偉業の
適正な運営
確保によ
り、労働力
需給のミス
マッチ解消
を図る

＜施策中目標に係る指標＞

公共職業安定所の求職者
の就職率（常用）

雇用保険受給者の早期再
就職割合

公共職業安定所の求人の
充足率（常用）

職業安定局
首席職業指
導官室(首
席職業指導
官:北條憲
一)、需給
調整事業課
(課長:鈴木
英二郎)

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標１　雇用の「量」を拡大し、就業率の向上を図る

２３年度目標が確
定次第記載予定

20,000件以上 【104％】
(平成21年度)

Ｐ －

ー ー ー

評価
予定
表

施策
小目
標３

官民の連携により労働力
需給調整機能を強化する
こと

・求人情報提供機能強化推進事業 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標４参照

備考

法の周知啓発を図った事務所
数(件)

（参考統計）
職業紹介事業の定期指導監督
件数

・請負事業適正化･雇用管理
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

総合

FU【重】

実績

【重】

実績

【重】

実績

【重】
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

2人以上/
平成21年度・22年

度
2人以上

2人
21年度

【100％】

95%以上/
平成21年度・22年

度
95%以上

97.3%
21年度

【102％】

2
35%以上/

平成23年度
35%以上

39.2%
（平成21年度）

【178%】

3
37.0%以上/平成23

年度
 37.0%以上

43.1％
(平成21年度)
【131％】

地域雇用創造推進事業の利用
求職者の就職件数

地域雇用創造推進
事業を実施した地
域の実績が、各協
議会において年度
ごとに設定した目

標数を上回る
／23年度

地域雇用創造推進
事業を実施した地
域の実績が、各協
議会において年度
ごとに設定した目

標数を上回る

目標数9,323人
実績11,010人
（21年度）

【達成率118%】

職業安定局
雇用開発課
(課長:水野
知親)、地
域雇用対策
室(室長:福
士　亘)、
建設・港湾
対策室(室
長:堀井奈
津子)、雇
用開発課農
山村雇用対
策室(室長:
谷直樹)、
雇用政策課
(課長:藤澤
勝博)

1

受給資格者創業支援助成
金の支給を受けた事業主
が法人等を設立し雇用保
険適用事業所となった日
から１年経過後に雇用し
ている

①平均労働者数

②事業継続割合

中小企業人材確保推進事
業助成金の支給を受けた
事業協同組合等の構成中
小企業者の平均求人充足
率

（財）産業雇用安定セン
ターを活用した出向・移
籍の成立率

Ⅱ－1
－2

Ⅱ－１－２
地域、中小
企業、産業
の特性に応
じ、雇用の
創出や失業
の防止を図
る

＜施策中目標に係る指標＞

施策
小目
標１

雇用失業情勢の厳しい地
域や創業・新分野進出等
における雇用創出及び雇
用改善を図ること

・地域雇用開発助成金（地域再生中
小企業創業助成金）
・地域雇用開発助成金(地域求職者雇
用奨励金）
・地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇
用促進奨励金)
・通年雇用奨励金
・地方就職希望者活性化事業費
・緊急雇用創出事業
・ふるさと雇用再生特別基金事業
・重点分野雇用創造事業
・地域貢献分野雇用推進事業
・試行雇用奨励金（季節労働者）
・地域雇用創造推進事業
・地域雇用創造実現事業
・沖縄早期離職者定着支援事業
・季節労働者通年雇用促進等事業費

＜施策小目標に係る指標＞

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標１　雇用の「量」を拡大し、就業率の向上を図る

2.3人以上/平成23
年度

2.3人以上

3.24人(1.52人)
（平成21年度）

【108％】
【43%】

50%以上/
平成23年度

50%以上
90.7%/

平成21年度
【181％】

雇用維持率85％以
上/平成23年度

雇用維持率85％以
上

2.06%
（18年度）
【179％】

34％以上
/平成23年度

34%以上
23.8%

（21年度）
【70％】

40％以上/
・平成23年度

40％以上
14.5%

（平成21年度）
【72.5％】

施策
小目
標４

離職を余儀なくされる者
に対する再就職を援助・
促進すること

・労働移動支援助成金（求職活動等
支援給付金）
・労働移動支援助成金（再就職支援
給付金）

＜施策小目標に係る指標＞

求職活動等支援給付金による
離職後３か月以内の就職率
（平成22年）

求職活動等支援給付金の支給
対象となる休暇に求職活動を
した者の、離職後３か月以内
の就職率（平成23年）

施策
小目
標３

事業活動の縮小等を余儀
なくされた事業所の失業
者の発生を予防すること

・雇用調整助成金
(中小企業緊急雇用安定助成金）
・残業削減型雇用維持奨励金
・産業雇用安定センター運営費

＜施策小目標に係る指標＞

雇用調整助成金利用事業所の
うち保険関係消滅事業所（支
給した後に倒産した等の事業
所）に対して支給した額（平
成21年度）

平成22年4月～6月に雇用調整
助成金を利用した事業所にお
ける対象保険者の6か月経過
後の雇用維持率（平成22年
度）

再就職支援給付金の対象と
なった者のうち１か月以内で
再就職を果たした者の割合

施策
小目
標２

中小企業等の雇用管理の
改善を支援すること

・中小企業人材確保推進事業助成金
・有期契約労働者雇用安定化奨励金
・中小企業雇用創出等能力開発助成
金

＜施策小目標に係る指標＞

中小企業雇用創出等能力開発
助成金の対象となった従業員
が受けた職業能力開発検定等
(訓練に密接に関連するもの
に限る。)の合格率

中小企業基盤人材確保助成金
の支給を受けた事業所と支給
を受けていない事業所におけ
る平均雇用増加数の差



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

80%以上/
平成23年度

80%以上
89.7%/

平成21年度
【107％】

80%以上/
平成23年度

80%以上
64.3%/

平成21年度
【80%】

p 19%以上
11.7％/平成21年

度

85％以上/
22年度まで

85%以上
97.0％

(平成21年度)
【114％】

10,000人以上/
22年度まで

10,000人以上
10,880人

(平成21年度)
【109％】

評価
予定
表

施策
小目
標５

農林業等の分野における
雇用改善・促進等及び介
護の分野における雇用管
理の改善等を図ること

・建設業離職者雇用開発助成金
・建設雇用改善助成金
・建設労働者雇用安定支援事業費
・港湾労働者就労確保支援事業費
・港湾労働者派遣事業対策費
・建設教育訓練助成金
・出稼労働者安定就労対策費
・農林業等就職促進支援事業費
・農業雇用改善推進事業
・介護基盤人材確保等助成金
・介護未経験者確保等助成金

＜施策小目標に係る指標＞

建設教育訓練助成金があった
ことにより教育訓練を実施す
ることができた事業主の割合

港湾労働者派遣事業におい
て、派遣可能労働者の派遣の
あっせんを行うことによる派
遣成立の割合

介護基盤人材確保等助成金を
受給したことにより、当該事
業所における雇用管理改善の
取組みが向上した事業主の割
合

介護未経験者確保等助成金を
受給したことにより、雇用創
出された（6ヵ月以上定着）
人数

職業講習会を経て、林業事業
体共同説明会に参加した者の
就職率

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績
実績 実績 実績

実績

総合

FU【重】

実績

【重】

実績

【重】

実績

【重】
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1

平成24年の高年齢
者雇用状況報告に
おいて50％以上、
かつ平成23年の高
年齢者雇用状況報
告よりも1.6％ポ
イント以上上昇。

50%以上

46.2％
【92.4％】

（平成22年6.1報
告）

※左記の目標は
平成23年6.1報告
で達成するもの

2 ー 16%以上
16.8%

(平成21年度）
【98％】

3
２３年度目標が確
定次第記載予定

23万人以上
25.6万人

（21年度）

4
50％以上／

平成23年度【P】
50％以上

5
２３年度目標が確
定次第記載予定 90％以上

93.9％
（22年3月卒）

77％以上
（平成23年度） 77%以上

77.3％
【103％】

（平成21年度）

・ハローワーク等による事業主に対
する啓発指導
・定年引上げ等奨励金
・「70歳まで働ける企業」創出事業
・試行雇用奨励金（中高年齢者トラ
イアル雇用奨励金）
・シルバー人材センターに対する援
助事業費

中高年齢者トライアル雇用事
業の常用雇用移行率

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

Ⅱ－1
－3

施策大目標１　雇用の「量」を拡大し、就業率の向上を図る

公共職業安定所における
就職率（障害者）

ハローワークの職業紹介
により正規雇用に結びつ
いたフリーター等の数

職業安定局
高齢者雇用
対策課(課
長:土田浩
史)、障害
者雇用対策
課(課長:山
田雅彦)、
若年者雇用
対策室(室
長:久知良
俊二)、雇
用開発課
(課長:水野
智親)、就
労支援室
(室長:川村
徹宏)、外
国人雇用対
策課(課長:
野口尚)

特定求職者雇用開発助成
金の支給終了から１年後
における支給対象者の継
続雇用の割合

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅱ－１－３
高齢者、障
害者、若年
者等労働者
の特性に応
じ、就労支
援や失業の
防止を図る

＜施策中目標に係る指標＞

希望者全員が65歳まで働
ける企業の割合

新規高卒者の就職内定率

施策
小目
標１

定年の引上げ、継続雇用
制度の導入等による高齢
者の安定した雇用の確保
を図ること

82％以上
（平成23年度）

82%以上
81.0％

【101％】
（平成21年度）

86％以上
（平成23年度） 83%以上

84.3%
(平成21年度）

【104％】

9,000人以上
（平成23年度）

8,600人以上
8,545人
【90％】

47％以上（平成24
年6月1日現在）

45%以上（平成23
年6月1日現在）

47.0%
（平成22年6月1

日現在）
【97％】

＜施策小目標に係る指標＞

障害者トライアル雇用事業の
開始者数

施策
小目
標２

障害者の雇用の促進その
他の職業生活における自
立の促進を図ること

・雇用率達成指導の厳正な実施
・ハローワークを中心とした地域の
関係機関との連携による「チーム支
援」の実施
・障害者就業・生活支援センターに
おける相談・支援の実施
・試行雇用奨励金（障害者トライア
ル雇用奨励金）
・特例子会社等設立促進助成金
・精神障害者雇用安定奨励金
・精神障害者ステップアップ雇用奨
励金
・若年コミュニケーション能力要支
援者就職プログラム
・発達障害者雇用開発助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金

障害者トライアル雇用事業の
常用雇用移行率

シルバー人材センター事業に
おける就業率

障害者法定雇用率達成企業割
合



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

２３年度目標が確
定次第記載予定 80%以上

78.9％
（21年度）
【99％】

２３年度目標が確
定次第記載予定

60%以上
51.0%

(21年度)
【85.0％】

２３年度目標が確
定次第記載予定 1,110人以上

952人（21年度）
【75％】

２３年度目標が
確定次第記載予
定

14%以上
12.6%

（平成21年度）

評価
予定
表

生活保護受給者等就労支援事
業における就職率

＜施策小目標に係る指標＞

若年者等トライアル雇用事業
の常用雇用移行率

ホームレス等就業支援事業に
よるホームレスの就業者数

外国人コーナー等を利用した
外国人求職者の就職率

施策
小目
標４

＜施策小目標に係る指標＞就職困難者等の円滑な就
職等を図ること

・特定求職者雇用開発助成金
・公正採用選考等の推進
・ホームレス等自立支援
・刑務所出所者等就労支援
・生活保護受給者等就労支援
・母子家庭の母等に対する就労支援
・中国残留邦人の就職促進
・難民の就職促進
・日雇労働者等の対策
・住居喪失離職者等支援
・住居・生活総合支援
・外国人求職者に対するきめ細やか
な就職支援の実施
・実習型雇用支援事業
・長期失業者支援事業
・就職活動困難者雇用支援事業

施策
小目
標３

若年者の雇用の安定・促
進を図ること

・高校新卒者等に対する就職支援
・ハローワークにおけるフリーター
等の正規雇用化支援
・ジョブカフェにおけるきめ細かな
就職支援の実施
・若年者等トライアル雇用事業
・若年者等正規雇用化特別奨励金

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

モニ

総合

【重】

実績

【重】

実績

【重】
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
65％以上/

平成32年まで
（※１）

65％以上
（※２）

62.4％
（21年度）

2
80％以上/

平成32年まで
（※１）

80％以上
（※２）

73.9％
（21年度）

75％以上/
平成23年度

75％以上
（※２）

85.6％
（平成21年度）

300万人/
平成32年まで

（※１）

25万人
（※２）

162,885人
（平成21年度）

－ 50％以上
59.0％

（平成21年度）

90％以上/
平成23年度

－ －

90％以上/
平成23年度

－ －

80％以上/ 93 3%

キャリア形成促進助成金事業
において、助成措置の対象と
なった従業員が受けた職業能
力検定等（訓練と密接に関係
するものに限る。）の合格率

技能検定受検者を有する企業

キャリア形成促進助成金事業
において、助成措置の対象と
なった訓練等を従業員に受講
（支援）させた目的が達成で
きたとする割合

キャリア形成促進助成金事業
において、助成措置の対象と
なった従業員から、助成対象
となる訓練等の目的が達成で
きたとする割合

施策大目標Ⅱ－１　雇用の「量」を拡大し、就業率の向上を図る

施策
小目
標２

雇用型訓練の就職率

ジョブ・カード取得者数

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

Ⅱ－1
－4

施策
小目
標１

ジョブ・カード制度を推
進すること

・「ジョブ・カード制度」普及促進
事業の実施

＜施策小目標に係る指標＞

職業能力開
発局総務課
（総務課
長：井上
真）

Ⅱ－１－４
多様な職業
能力開発の
機会を確保
する

＜施策中目標に係る指標＞

公共職業訓練（離職者訓
練・委託訓練）の修了者
における就職率

公共職業訓練（離職者訓
練・施設内訓練）の修了
者における就職率

助成金や能力評価制度を
通じて職業能力開発に対
する支援を行うこと

・キャリア形成促進助成金
・技能検定等推進費
・幅広い職種を対象とした職務分析
に基づいた包括的な職業能力評価制
度等の整備事業

＜施策小目標に係る指標＞

80％以上/
平成23年度

80%以上
93.3%

（H22年度）

80％以上/
平成23年度

80%以上
83.3%

（21年度）

前年度実績以上
/

平成23年度
746,053人以上

746,053人
（平成21年度）

90％以上/
平成23年度

95％以上
87.3％

（21年度）

80％以上/
平成23年度

80％以上
98.3％

（21年度）

85%以上/
平成23年度

85％以上
（※２）

87.8％
（平成21年度）
【109.8％】

－
90％以上
（※２）

87.3％
（平成21年度）
【109.1％】

＜施策小目標に係る指標＞

公共職業訓練（学卒者訓練）
の修了者における就職率

公共職業訓練（在職者訓練）
の修了者における満足度

職業能力評価基準の活用に
よって企業内の人事評価制度
や人材育成制度、従業員の募
集採用活動が改善された（改
善される見込み）という企業
等の割合

技能検定受検者数

における受検勧奨や技能士の
処遇向上等技能検定の活用率

施策
小目
標３

職業能力開発を充実する
こと

・離職者等の再就職に資する総合的
な職業能力開発プログラムの推進
・職業能力開発校設備整備等事業

施策
小目
標４

キャリア・コンサルティ
ング環境を整備すること

・キャリア形成相談支援事業
・キャリア支援企業等育成事業
・キャリア・コンサルティング普及
促進事業

＜施策小目標に係る指標＞

就職又は転職を希望する者の
うち、キャリア形成支援コー
ナーにおけるキャリア・コン
サルティング実施から３ヶ月
経過した時点で、就職した又
は転職した者並びに職業能力
の開発及び向上の推進が図ら
れた者の割合

職業能力開発サービスセン
ターの支援後、企業内キャリ
ア形成支援が促進された（職
業能力開発推進者の選任、事
業内計画の作成等がなされ
た）割合

施策中目標に係る指標１，２
参照



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

90％以上/
平成23年度

 －  －

7万5千人以上/
平成23年度

6万人
（※２）

6万2千人
（平成21年度）

評価
予定
表

備考
※１　新成長戦略に基づき目標値を設定してい
る。
※２　平成22年度雇用保険二事業の目標

キャリア・コンサルタント養
成数

キャリア支援企業創出促進事
業での支援後、企業内キャリ
ア形成支援が促進された（事
業内計画の作成、職業訓練の
実施・改善、社内意識啓発等
がなされた）割合

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ
実績

【重】

実績

【重】
モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

1
65％以上/

平成32年まで
（※１）

65％以上
（※２）

70.2％
（平成21年度）

2

7,800人以上/
平成23年度

10万人以上/
平成32年まで

（※１）

30%以上
34.5％

（平成21年度）

施策 正社員経験の少ない若者
職業能 形成機会

－ － －

－
80％以上
（※２）

－

－ 60％以上
65.5％

（平成21年度）

地域若者サポートステー
ションの利用開始から
６ヶ月後の時点で、就職
等進路決定者の割合（た
だし、⑦目標値について
は、新成長戦略に基づ
き、就職等進路決定者数
を目標値として設定）

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標Ⅱ－１　雇用の「量」を拡大し、就業率の向上を図る

＜施策中目標に係る指標＞

施策
小目
標２

若年者等の職業的自立支
援を充実すること

・地域若者サポートステーション事
業

＜施策小目標に係る指標＞

地域若者サポートステーショ
ンの利用開始から６ヶ月後の
時点で、就職した、求職活動
を開始した等、より就職に結
びつく方向に変化した者の割
合（ただし、⑦目標値につい
ては、新成長戦略に基づき、
就職等進路決定者数を目標値
として設定したため、平成23
年度以降は設定しない。）

・職業能力形成機会に恵まれなかっ
た者に対する実践的な職業能力開発
支援の実施

・「ジョブ・カード制度」を活用し
た雇用型訓練の導入促進事業の実施
（平成22年度限り）

＜施策小目標に係る指標＞

「ジョブ・カード制度」を活
用した雇用型訓練の導入促進
事業（雇用型訓練実施事業）
実施団体における訓練生の訓
練修了３ヶ月後におけるOJT
実施企業への定着率

Ⅱ－1
－5

職業能力開
発局実習併
用職業訓練
推進室（実
習併用職業
訓練推進室
長：高森洋
志）

Ⅱ－１－５
若年者の
キャリア形
成を支援す
る

委託型訓練活用型デュア
ルシステム修了者におけ
る就職率

施策中目標に係る指標１参照

－ － －

36万人以上/
平成23年度

29万人以上
273,858人

（平成21年度）

評価
予定
表

備考
※１　新成長戦略に基づき目標値を設定してい
る。
※２　平成22年度雇用保険二事業の目標

地域若者サポートステーショ
ンの延べ来所者数

施策中目標に係る指標２参照

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

モニ

総合

【重】

実績

【重】

実績

【重】
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

1
60％以上/
平成23年度

60％以上
（※１）

55.0％
（21年度）

障害者への支援を図るこ

－ － －

50％/
平成24年まで

（※３）

48％以上
（※２）

41.6％
（21年度）

65％以上/
平成32年
（※４）

73％以上
57.3％

（21年度）

評価
予定
表

備考
※１　平成22年度社会復帰促進等事業の目標
※２　平成22年度雇用保険二事業の目標
※３　重点施策実施５か年計画に基づき目標値を
設定している。
※４　新成長戦略に基づき目標値を設定してい
る。

施策
小目
標２

母子家庭の母等への支援
を図ること

・母子家庭の母等の職業的自立促進
事業の実施

＜施策小目標に係る指標＞

母子家庭の母等の職業的自立
促進事業の修了者における就
職率

職業能力開
発局能力開
発課（能力
開発課長：
田畑一雄）

Ⅱ－１－６
障害者、母
子家庭の母
等のキャリ
ア形成を支
援する

＜施策中目標に係る指標＞

障害者の委託訓練修了者にお
ける就職率

障害者職業能力開発校の
修了者における就職率

・一般の職業能力開発校を活用した
障害者に対する職業訓練
・障害者の態様に応じた多様な委託
訓練の実施
・就職促進訓練費
・障害者職業能力開発校運営委託費
・地域における障害者職業能力開発
促進事業の実施

＜施策小目標に係る指標＞

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標Ⅱ－１　雇用の「量」を拡大し、就業率の向上を図る

Ⅱ－1
－6

施策
小目
標１

施策中目標に係る指標１参照

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】
モニ モニ

実績

【重】
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

1
前年度実績以上

/
平成23年度

270,914人以上
270,914人

（平成21年度）

80％以上/
平成23年度

80％以上
91.0％

（平成21年度）

－ － －

評価
予定
表

備考

職業能力開
発局能力評
価課（能力
評価課長：
星直幸）

Ⅱ－1
－7

施策中目標に係る指標１参照

Ⅱ－１－７
技能の継
承・振興を
推進する

３級技能検定の受検者数

施策
小目
標１

技能継承・振興の為の施
策を推進すること

・技能検定等推進費
・ものづくり立国の推進（技能競技
大会等の実施）

＜施策小目標に係る指標＞

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標Ⅱ－１　雇用の「量」を拡大し、就業率の向上を図る

＜施策中目標に係る指標＞

技能五輪全国大会の来場者の
若年者層のうち、大会をきっ
かけに職業能力の習得に意欲
を持った割合

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 － －
116（億円）

（平成21年度）

71％以上/毎年
度

71％以上/毎年
度

※平成22 年度事
業を実施中

2 80%以上/毎年度 80%以上/毎年度
92.7%

(平成21年度)

－ －
100,535件

（平成21年）

－ －
91,615（件）
（平成21年）

ー ー
1,110（件）
（平成21年）

施策
小目
標１

労働条件の確保・改善を
図ること

・法定労働基準の確保を図るための監
督指導及び重大悪質な労働基準関係法
令違反に対する司法処分

是正勧告件数

定期監督等の実施件数

Ⅱ-２
－１

労働基準局
労働条件政
策課（労働
条件政策課
長：田中誠
一）

Ⅱ－２－１
労働条件の
確保・改善
を図る

・労働契約法等活用支援事業（平成22
年度）

労働契約法セミナー参加
者のうち労働契約法等労
働関係法令の理解が進ん
だと考える人の割合

賃金不払残業で指導を行
い、是正され支払われた
金額（１事案が100万円以

上のもの）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標２　雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことができる環境を整備する

司法処理件数
(参考統計)

＜施策小目標に係る指標＞

＜施策中目標に係る指標＞

市町村広報誌への最低賃
金制度の掲載割合

＜施策小目標に係る指標＞

施策
小目
標２

労働契約に係るルールの
周知を図ること

4700人以上/毎
年度

4700人以上/毎
年度

※現在平成22年度
事業を実施中

100%/毎年度 100%/毎年度
1,778件

（平成21年度）

評価
予定
表

労働契約法等活用支援事業を
活用した利用者数

標２

備考

最低賃金制度の周知を図
ること

・労使をはじめ、広く国民に最低賃金
の周知を図る。
・その一貫として、都道府県労働局か
ら市町村の発行する広報誌への掲載依
頼と掲載結果の確認を行う。

＜施策小目標に係る指標＞

市町村広報誌への最低賃金制
度の掲載依頼件数

施策
小目
標３

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
平成19年と比して20%以
上減少させること/平成

24年（注1）

前年と比して減少させ
ること(1,075人/平成21
年)

1,075人
(平成21年)

2

平成20年と比して30%以
上減少させること/平成

32年
(119,291人/平成20年)

（注2）

前年と比して3%減少さ
せること(105,718人/平
成21年)

105,718人
(平成21年）

3

増加傾向に歯止めをか
け、減少に転じさせる

こと/
平成24年
（注1）

設定なし
52.3%

（平成21年）

平成19年と比して
減少させること/

平成23年
(34,679人/平成19

年)

平成19年と比して
減少させること/

平成22年

28,073人
(平成21年）

平成19年と比して
減少させること/

平成23年
(361人/平成19年)

平成19年と比して
減少させること/

平成22年

289人
(平成21年）

100%/平成32年 設定なし
33.6%

（平成19年）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

Ⅱ-2-
2

施策
小目
標１

労働者の安全確保対策の
充実を図ること

・安全衛生情報提供等事業
・建設業における総合的労働災害防
止対策の推進
・交通労働災害防止対策の推進事業
・派遣労働者等の労働災害防止対策
推進事業
・林業における作業の変化に対応し
た安全対策の推進

＜施策小目標に係る指標＞

機械設備による労働災害発生
件数

墜落・転落による死亡者数

労働基準局
安全衛生部
計画課（計
画課長：高
崎真一）

Ⅱ-2-2
労働者が安
全で健康に
働ける職場
を確保する

＜施策中目標に係る指標＞

労働災害による死亡者数

労働災害発生件数
（休業４日以上の死傷者
数）

定期健康診断における有
所見率

施策
小目
標２

労働者の健康確保対策の
充実を図ること

・特定有害業務従事者の離職者特殊
健康診断の実施
・特殊健康診断に関する検診項目の
評価・検討
・健康診断におけるデジタルレント
ゲン撮影に関する研修
・呼吸用保護具の性能の確保のため
の買取り試験の実施
・作業環境管理等対策事業
・地域産業保健センターの整備事業
・快適職場形成促進事業
・労働者の健康の保持増進対策事業
・小規模事業場等団体安全衛生活動
援助事業
・小規模事業場産業保健活動支援促
進事業

＜施策小目標に係る指標＞

メンタルヘルスケアに取り組
んでいる事業所割合

施策大目標Ⅱ－２　雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことができる環境を整備する

平成19年と比して
増加させること/

平成23年
(84.5%/平成19年)

設定なし
84.5%

（平成19年）

受動喫煙のない職
場の実現/平成32

年
設定なし

46%
(平成19年)

平成19年と比して
減少させること/

平成23年
（258人/平成19

年）

平成19年と比して
減少させること/

平成22年

191人
(平成21年）

平成19年と比して
減少させること/

平成23年
（264人/平成19

年）

平成19年と比して
減少させること/

平成22年

233人
（平成21年）

平成20年度と比し
て増加させること

/平成23年度
(35.4%/平成20年)

平成20年度と比し
て増加させること

/平成22年度

37.5%
(平成21年度)

平成21年度と比し
て増加させること

/平成23年度
(30.3%/平成21年)

平成21年度と比し
て増加させること

/平成22年度

30.3%
(平成21年度)

評価
予定
表

定期健康診断等において異常
の所見があった労働者がいる
場合に、その結果に基づく健
康管理のための事後措置を
行った事業所割合

全面禁煙又は空間分煙のいず
れかの措置を講じている事業
所の割合

備考

注１）第11次労働災害防止計画（平成20年３月19
日厚生労働大臣公示）に基づき目標値を設定して
いる。
注２）新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)に
基づき目標値を設定している。

施策
小目
標３

職業性疾病の予防対策の
充実を図ること

＜施策小目標に係る指標＞

化学物質に係る業務上疾病者
数

施策
小目
標４

労働災害全体を減少させ
るためのリスク低減対策

・危険性・有害性等の調査等普及促
進事業

＜施策小目標に係る指標＞

製造業等特に安全管理を要す
る業種の事業場における「危
険性又は有害性等の調査等」
の実施率
※化学物質に関する調査等を
除く。

事業場における化学物質に関
する「危険性又は有害性等の
調査等」の実施率

じん肺新規有所見者数

・石綿による健康障害防止対策の推
進
・化学物質管理の支援体制の整備
・化学物質の有害性調査等事業
・じん肺診断技術等研修事業
・振動業務従事者に対する巡回特殊
健康診断実施事業
・振動工具を扱う作業管理者の育成
等事業

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績総合

（総合FUを含む）

【重】
モニ 実績 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以下／

毎年度
設定なし

209日
（平成21年度）

2
前年度以下／

毎年度
設定なし

261日
（平成21年度）

評価
予定
表

Ⅱ－
２－
３

労働基準局
労災補償部
補償課（補
償課長：河
合智則）

Ⅱ－２－３
労働災害に
被災した労
働者等に対
し、迅速且
つ適正な労
災保険給付
を行う

＜施策中目標に係る指標＞

脳・心臓疾患事案の請求
から決定までの所要日数

精神疾患事案の請求から
決定までの所要日数

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標Ⅱ－２　雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことができる環境を整備する

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ 実績 モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度
66％

（平成21年度）

評価
予定
表

備考
　労災保険の社会復帰促進等事業は、アウトカム
指標（政策効果）とアウトプット指標（事業執行
率）により、各事業を「Ａ（施策継続）」、「Ｂ
（政策継続。ただし、予算額又は手法等を見直
し）」、「Ｃ（アウトカム指標の未達成要因を分
析の上、事業の見直し又は廃止が必要）」による
三区分に評価することとしているところ。
　「成果目標を達成した事業」とは、事業評価が
「Ａ」と評価された事業をいう。

Ⅱ－2
－4

労働基準局
労災補償部
労災管理課
（労災管理
課長：木暮
康二）

Ⅱ－２－４
労働災害に
被災した労
働者等の社
会復帰に向
けたリハビ
リ等を支援
する

・労災保険の社会復帰促進等事業 ＜施策中目標に係る指標＞

労災保険の社会復帰促進
等事業において成果目標
を達成した事業の割合
（目標達成事業／全事
業）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標Ⅱ－２　雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことができる環境を整備する

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
100％/平成32年

（注1）
前年以上/

毎年
40.5%

(平成22年)

2
5％/平成32年

（注2）
前年以下/

毎年
9.4％

　（平成22年）

3
70％/平成32年

（注2）
前年以上/

毎年
47.1%

(平成21年)

33件以上/平成23
年度

設定なし
35件

（平成21年）

336件以上/平成23
年度

設定なし
437件

（平成21年）

前年以下/
毎年

前年以下/
毎年

18.7％
（平成21年）

前年以上/
毎年

前年以上/
毎年

64.0％
(平成22年）

800件以上/平成23
年度

設定なし
787件

（平成21年度）

施策大目標２　雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことができる環境を整備する

労働時間等設定改善推進助成
金の支給団体数

職場意識改善助成金の支給事
業場数

施策
小目
標２

多様な働き方に対応した
労働環境等を整備するこ
と

・特に配慮を必要とする労働者に対
する休暇制度の普及事業
・テレワーク相談センター
・テレワーク・セミナー

＜施策小目標に係る指標＞

特別な休暇制度普及率

テレワーク相談センターに対
する相談件数

30代男性の週労働時間60時間
以上の就業者の割合

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

Ⅱ-２
－５

施策
小目
標１

労働時間等の設定改善に
向けた取組を推進するこ
と

（企業の取組の促進）
・労働時間等設定改善援助事業
・労働時間等設定改善推進助成金
・職場意識改善助成金

＜施策小目標に係る指標＞

労働基準局
労働条件政
策課（労働
条件政策課
長：田中誠
一）

Ⅱ－２－５
労働時間等
の設定改善
の促進等を
通じた仕事
と生活の調
和対策を推
進する

＜施策中目標に係る指標＞

労働時間等の課題につい
て労使が話合いの機会を
設けている事業場の割合

週労働時間60時間以上の
雇用者の割合

年次有給休暇取得率

評価
予定
表

備考
注１）「仕事と生活の調和推進のための行動指
針」（平成22年6月29日　仕事と生活の調和推進
官民トップ会議）に基づき目標値を設定してい
る。
注２）「新成長戦略」（平成22年6月18日　閣議
決定）に基づき目標値を設定している。
注３）「新たな情報通信技術戦略　工程表」（平
成22年6月22日　高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部）に基づき目標値を設定している。

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
事業所の50％以上

／
23年度

事業所の50％以上
80.9％（20年

度）

ー ー ー

1年6か月以内/
23年

※労働組合法第２
７条の１８に基づ
き定められた平成
２３～２５年に

係る審査の期間の
目標の達成の指標

1年6か月以内/
22年

※労働組合法第２
７条の１８に基づ
き定められた平成
２０～２２年に

係る審査の期間の
目標の達成の指標

418日（22年）
【123.6％】

0件／23年末
0件/

22年末
29件（22年末）

100％/
23年

100％/
22年

100％（22年）
【100％】

評価
予定
表

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ 意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

Ⅱ－2
－6

施策
小目
標１

集団的労政関係法制の普
及啓発を図ること

・国際労働関係事業 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

Ⅱ－２－６ 安定した労使関係の形成を促進
する

＜施策中目標に係る指標＞

労使関係が「安定的に維
持されている」及び「概
ね安定的に維持されてい
る」と認識している当事
者の割合

政策統括官
付労政担当
参事官室
（辻田労政
担当参事
官）（施策
小目標１）
中央労働委
員会事務局
総務課（岡
﨑課長）
（施策小目
標２・３）

備考

新規申立事件の終結までの平
均処理日数

申立てから1年6か月以上係属
している事件数

施策大目標Ⅱ2　雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことができる環境を整備する

・国際労働関係事業

施策
小目
標３

労使紛争を早期かつ適切
に解決すること

・労働争議のあっせん、調停及び仲
裁

＜施策小目標に係る指標＞

調整事件の終結までの日数
（取下げ事件等を除く）が2
か月以内（自主交渉による中
断がある事件は3か月以内）
である割合

施策
小目
標２

不当労働行為事件を迅速
かつ的確に解決・処理す
ること

・不当労働行為事件の審査 ＜施策小目標に係る指標＞

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 90%以上/毎年 90%以上
95.6%

（21年度）

2 90%以上/毎年 90%以上
90.5%

（21年度）

個別労働紛争の解決を促
進す

ー ー ー

ー ー 1,141,006件

ー ー 247,302件

ー ー 7,778件

ー ー 7,821件

評価
予定
表

大臣官房地
方課労働紛
争処理業務
室（労働紛
争処理業務
室長：志村
幸久）

施策
小目
標１

個別労働紛争対策の推進

備考

（参考統計）
民事上の個別労働紛争相談件
数

（参考統計）
助言･指導申出受付件数

（参考統計）
あっせん申請受理件数

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１，２
参照

（参考統計）
総合労働相談件数

Ⅱ-2-
7

Ⅱ-2-7
個別労働紛
争の解決を
促進する

＜施策中目標に係る指標＞

助言・指導手続終了件数
に占める処理期間１ヶ月
以内のものの割合

あっせん手続終了件数に
占める処理期間２ヶ月以
内のものの割合

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標２　雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことができる環境を整備する

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
405,600人以上／
平成23年度（注）

403,600人
404,586人

(平成21年度)

2
昨年度以上/

毎年度
9,873,198件

9,873,198件
（平成21年度）

3
50％以上/
毎年度

50％
50％

（平成21年度）

ー ー ー

ー ー ー

ー ー ー

評価
予定
表

備考
注）平成２３年度勤労者退職金共済機構の年度計
画より（※年度末に勤労者退職金共済機構から年
度計画の届出がある予定）

Ⅱ－
２－
８

施策
小目
標１

中小企業退職金共済制度
の普及促進等を図ること

・中小企業退職金共済事業

勤労者財産形成促進制度
の利用件数

全労働金庫に対する検査
実施率

施策中目標に係る指標１参照

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のある全ての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

施策大目標　Ⅱ－２　雇用の「質」を向上させ、安心して快適に働くことができる環境を整備する

施策
小目
標２

勤労者財産形成促進制度
の活用促進を図ること

・勤労者財産形成促進事業 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

労働基準局
勤労者生活
課

施策小目標
１、２：勤
労者生活課
（勤労者生
活課長：三
浦知雄）

施策小目標
３：
労働金庫業
務室（労働
金庫業務室
長：能登清
和）

＜施策小目標に係る指標＞

中小企業退職金共済制度
における新規加入被共済
者数

施策
小目
標３

労働金庫の健全性のため
の施策を推進すること

・労働金庫に対する監督・検査 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

Ⅱ－２－８
豊かで安定
した勤労者
生活の実現
を図る

＜施策中目標に係る指標＞

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
73％/

平成32年
（※１）

設定無し
66.5％

（平成22年）

2

前年以上/毎年
5%以上/平成24年
10%以上/平成29年

（※２）

前年以上/毎年
3％以上/平成22年

度

1.72%
（平成21年度）

3
45%以上/平成24年
55%以上/平成29年

（※２）
設定無し

38%
（平成18年度）

4
56％以上/平成23

年
50％以上

47.6％
（平成21年度）

90％以上/
毎年度

90％以上
94.3％

（平成21年度）

40％超/
平成26年度

（※３、５）
30%以上

30.6％
（平成21年度）

ー ー ー

2000社/平成26年
(※３)

設定無し 1,016社（平成22
年12月末）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅱ　意欲のあるすべての者がディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）に就ける社会を実現する

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅱ－３－１
男女労働者
の均等な機
会と待遇の
確保対策、
仕事と家庭
の両立支
援、パート
タイム労働
者と正社員
間の均等・
均衡待遇等
を推進する

＜施策中目標に係る指標＞雇用均等・
児童家庭局
雇用均等政
策課（吉本
明子課長）

雇用均等・
児童家庭局
職業家庭両
立課（塚崎
裕子課長）

雇用均等・
児童家庭局
短時間・在
宅労働課
（吉永和生
課長）

都道府県雇用均等室における
指導の是正割合

ポジティブ・アクション取組
企業割合

＜施策小目標に係る指標＞

25～44歳までの女性の就
業率

男性の育児休業取得率

・制度是正指導強化事業
・紛争解決援助事業
・ポジティブ・アクション周知啓
発・推進戦略事業
・女性就業支援全国展開事業

次世代認定マーク（くるみ
ん）
取得企業数

３歳までの育児のための
短時間勤務制度の制度普
及率

施策
小目
標１

施策
小目
標２

男女雇用機会均等の確保
に係る法令の履行を確保
し、男女が能力を発揮す
るための就業環境を整備
すること

施策大目標Ⅱ－３　男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両立支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を推進する

・中小企業子育て支援助成金
・両立支援レベルアップ助成金
・事業所内保育施設設置・運営等助
成金
・育児・介護休業法対策推進費
・安心して働き続けられる職場環境
整備推進事業
・一般事業主行動計画策定等支援事
業

施策中目標に係る指標２，３
参照

第１子出産前後の女性の
継続就業率

Ⅱ－
３－1

1時間45分以上/
平成24年

2時間30分以上/
平成29年
（※２）

設定無し
1.0時間

（平成18年度）

90%以上/毎年度 90％以上
96.5%

（平成21年度）

29%以上/平成32年
（※４、５）

設定無し
8.6%以下

（平成17年）

評価
予定
表

取得企業数

労働局雇用均等室が実施した
パートタイム労働法に基づく
助言・指導による是正率

短時間勤務を選択できる事業
所の割合

・短時間労働者均衡待遇啓発事業
・短時間正社員制度導入支援事業
・短時間労働者均衡待遇推進等助成
金

＜施策小目標に係る指標＞

備考
※１　「新成長戦略（閣議決定）」（平成22年6
月18日閣議決定）に基づき目標値を設定してい
る。
※２　仕事と生活の調和推進のための行動指針
（平成19年12月仕事と生活の調和推進官民トップ
会議決定）に基づき目標値を設定している。
※３　「子ども・子育てビジョン」（平成22年1
月29日閣議決定）に基づき目標値を設定してい
る。
※４　仕事と生活の調和推進のための行動指針
（平成22年6月仕事と生活の調和推進官民トップ
会議決定）に基づき目標値を設定している。
※５　「第三次男女共同参画基本計画（平成22年
12月17日閣議決定）に基づき目標値を設定してい
る。

施策
小目
標３

６歳未満の子どもをもつ男性
の育児・家事関連時間

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

モニ

総合

【重】

実績

【重】

実績

※総合
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 前年以下/毎年 前年以下/毎年
4.8

(21年)

－ － －

前年度以上/毎年
度

前年度以上/毎年
度

86.9%
(21年度)

50%/平成26年度 設定無し
48.3%

（21年度）

6.9/平成26年度
前年度以下/毎年

度
8.2

（21年度）

全都道府県・指定
都市・中核市
/平成26年度

（※）

前年度以上/毎年
度

61都道府県市
(22年度)

評価
予定
表

＜施策中目標に係る指標＞

妊産婦死亡率

雇用均等・
児童家庭局
母子保健課
課（母子保
健課長：泉
陽子）

施策中目標に係る指標１参照

妊娠１１週以下での妊娠の届
け出率

Ⅲ－１－１
妊産婦、乳
児及び幼児
の保健指導
及び健康診
査等母子保
健衛生対策
の充実を図
る

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅲ　安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

人工妊娠中絶実施率

女性及び児童への医療・
健康に係る対策を充実す
ること

Ⅲ－1
－1

施策
小目
標１

出産後一ヶ月児の母乳育児の
割合

不妊専門相談センターを設置
している都道府県・市（指定
都市、中核市）

・妊婦健康診査臨時特例交付金
・健やかな妊娠等サポート事業
・子どもの心の診療拠点病院機構
推進事業
・療育指導事業
・生涯を通じた女性の健康支援事
業
・特定不妊治療費助成事業
・妊産婦ケアセンター運営事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策大目標１　新たな子ども・子育て支援のための制度の構築を推進し、子ども・子育て支援施策の充実を図る

備考

（※）「子ども・子育てビジョン」（平成22年１
月29日閣議決定）に基づき目標値を設定してい
る。

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

・地域子育て支援拠点事業
・次世代育成支援対策交付金
・子ども・子育て新システム検討
会議 1

10,000か所（市町
村単独分含む）/
平成26年度（※）

設定無し

7,134か所（市町
村単独分含む）
（21年度交付決

定ベース）

雇用均等・
児童家庭局
総務課虐待
防止対策室
（虐待防止
対策室長：
杉上春彦）

・乳児家庭全戸訪問事業
・次世代育成支援対策交付金
・子ども・子育て新システム検討
会議 2

100%/平成26年度
（※）

設定無し
89.2%

（22年度）

雇用均等・
児童家庭局
総務課虐待
防止対策室
（虐待防止
対策室長：
杉上春彦）

・養育支援訪問事業
・次世代育成支援対策交付金
・子ども・子育て新システム検討
会議 3

100%の実施を目指
す/平成26年度

（※）
設定無し

59.5%
（22年度）

雇用均等・
児童家庭局
職業家庭両
立課（職業
家庭両立課
長：塚崎裕
子）

・ファミリー・サポート・セン
ター事業
・次世代育成支援対策交付金
・子ども・子育て新システム検討
会議

4
950か所/平成26年

度（※）
設定無し

599か所
（21年度交付決

定ベース）

雇用均等・
児童家庭局
保育課（保
育課長：今
里譲）

・一時預かり事業
・次世代育成支援対策交付金
・子ども・子育て新システム検討
会議 5

延べ3,952万人/平
成26年度（※）

設定無し
延べ305万人

（21年度交付決
定ベース）

雇用均等・
児童家庭局
家庭福祉課
（家庭福祉
課長：高橋

・子育て短期支援事業
・次世代育成支援対策交付金
・子ども・子育て新システム検討
会議 6

870か所/平成26年
度（※）

設定無し
637か所

（21年度交付決
定ベ ）

ファミリー・サポート・
センター事業の実施施設
か所数

ショートステイ事業の実
施施設か所数

雇用均等・
児童家庭局
総務課少子
化対策企画
室（少子化
対策企画室
長：黒田秀
郎）

Ⅲ－1
－２

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅲ　安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

施策大目標Ⅲ－１　新たな子ども・子育て支援のための制度の構築を推進し、子ども・子育て支援施策の充実を図る

一時預かり事業の利用児
童数

Ⅲ－１－２
地域におけ
る子ども・
子育て支援
策を推進す
る

＜施策中目標に係る指標＞

地域子育て支援拠点事業
の実施施設か所数

乳児家庭全戸訪問事業の
実施市町村割合

養育支援訪問事業の実施
市町村割合

俊之）
度（※）

定ベース）

雇用均等・
児童家庭局
家庭福祉課
（家庭福祉
課長：高橋
俊之）

・子育て短期支援事業
・次世代育成支援対策交付金
・子ども・子育て新システム検討
会議 7

410か所/平成26年
度（※）

設定無し
330か所

（21年度交付決
定ベース）

雇用均等・
児童家庭局
総務課虐待
防止対策室
（虐待防止
対策室長：
杉上春彦）

・子どもを守る地域ネットワーク
機能強化事業
・次世代育成支援対策交付金
・子ども・子育て新システム検討
会議

8
80%（市はすべて
配置）/平成26年

度（※）
設定無し

61.6%
（22年度）

評価
予定
表

施施設か所数

子どもを守る地域ネット
ワーク（要保護児童対策
地域協議会）の調整機関
に専門職員を配置してい
る市町村割合

備考

（※）子ども・子育てビジョン（平成22年1月29
日閣議決定）に基づき目標値を設定

トワイライトステイ事業
の実施施設か所数

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績
モニ

総合
実績

モニ

※総合
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
35％/

平成26年度末
（※）

設定無し
22.8％

（平成22年4月1
日）

ー ー ー

241万人/
平成26年度末

（※）
設定無し

216万人
（平成22年4月1

日）

1.9万人/
平成26年度末

（※）
設定無し

0.3万人
（平成21年度）

96万人/
平成26年度末

（※）
設定無し

79万人
（平成21年度見

込み）

延べ200万人/
平成26年度末

（※）
設定無し

延べ33万人
（平成21年度交
付決定ベース）

35％/
平成26年度末

（※）
設定無し

22.8％
（平成22年4月1

日）

2,000か所/
平成24年度末 設定無し

532箇所
（平成22年4月1

施策中目標に係る指標１参照

家庭的保育事業（保育ママ）
利用児童数

Ⅲ－１－３
就学前児童
の保育ニー
ズに対応し
た保育サー
ビスを確保
する

＜施策中目標に係る指標＞

３歳未満児への保育サー
ビス提供割合

施策
小目
標１

保育所の受入児童数を拡
大すること

保育所受入児童数

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅲ　安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

雇用均等・
児童家庭局
保育課（保
育課長：今
里讓）

Ⅲ－1
－3

・保育所緊急整備事業（安心こども
基金）
・保育所運営費
・家庭的保育事業
・認可化移行促進事業
・保育環境改善等事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策
小目
標２

必要なときに利用できる
多様な保育サービスを充
実させること

・延長保育促進事業
・病児・病後児保育事業

＜施策小目標に係る指標＞

延長保育等の保育サービス
（利用児童数）

病児・病後児保育（利用児童
数）

３歳未満児への保育サービス
提供割合
※施策中目標に係る指標１と
同じ

認定こども園認定施設数

認定こども園の普及促進
を図ること

施策大目標１　新たな子ども・子育て支援のための制度の構築を推進し、子ども・子育て支援施策の充実を図る

施策
小目
標３

・認定こども園整備事業（安心こど
も基金）
・認定こども園事業費（安心こども
基金）

＜施策小目標に係る指標＞

平成24年度末
（※）

設定無し （平成22年4月1
日）

評価
予定
表

備考

（※）子ども・子育てビジョン（平成22年度１月
29日閣議決定）より

認定こども園認定施設数

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

モニ

総合

【重】

実績

【重】
モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
対象児童の32%に
提供/平成26年度

（※）

前年度以上/平成
22年度

対象児童の
21.2％に提供
(H22年度)

対象児童の32%に
提供/平成26年度

（※）

前年度以上/平成
22年度

対象児童の
21.2％に提供
(H22年度)

評価
予定
表

施策大目標Ⅲ－１　新たな子ども・子育て支援のための制度の構築を推進し、子ども・子育て支援施策の充実を図る

備考

（※）子ども・子育てビジョン（平成22年１月29
日閣議決定）より

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標1参照

雇用均等・
児童家庭局
育成環境課
（育成環境
課長：真野
寛）

Ⅲ－１－４
児童の健全
な育成及び
資質の向上
に必要な
サービスを
提供するこ
と

＜施策中目標に係る指標＞

放課後児童クラブの提供
割合

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅲ　安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

Ⅲ－
１－
４

施策
小目
標１

放課後児童クラブの登録
児童数を拡大すること

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ

※総合
モニ実績

実績

【重】
モニ

総合

【重】



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
80%（市は全て配
置）/平成26年度

（※）
設定なし

61.6%
（22年度）

2
1,100か所/平成26

年度(※）
設定なし

648か所
(21年度)

3
16%/平成26年度

(※）
設定なし

10.8%
（21年度）

4
前年度以上/

毎年度
前年度以上/
平成22年度

24,879件
（20年度）

・乳児家庭全戸訪問事業
・次世代育成支援対策交付金

100%/平成26年度
(※） 設定なし

89.2%
（22年度）

・養育支援訪問事業
・次世代育成支援対策交付金 100％の実施を目

指す/
平成26年度

（※）

設定なし
59.5%

（22年度）

・子どもを守る地域ネットワーク機能
強化事業
・次世代育成支援対策交付金

ー ー ー

施策大目標Ⅲ－１　新たな子ども・子育て支援のための制度の構築を推進し、子ども・子育て支援施策の充実を図る

雇用均等・
児童家庭局
総務課虐待
防止対策室
（虐待防止
対策室長：
杉上春彦）

＜施策中目標に係る指標＞

子どもを守る地域ネット
ワーク（要保護児童対策
地域協議会）の調整機関
に専門職員を配置してい
る市町村の割合

雇用均等・
児童家庭局
総務課虐待
防止対策室
（虐待防止
対策室長：
杉上春彦）

小規模グループケアや地
域小規模児童養護施設の
設置数

配偶者からの暴力被害者
からの来所相談件数

養育支援訪問事業の実施市町
村割合

施策中目標に係る指標１参照

乳児家庭全戸訪問事業の実施
市町村割合

施策
小目
標１

児童虐待の発生予防から
早期発見・早期対応の体
制を充実すること

里親等委託率

雇用均等・
児童家庭局
家庭福祉課
（家庭福祉
課長：高橋
俊之）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅲ　安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

Ⅲ－1
－5

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅲ－１－５
児童虐待防
止や配偶者
による暴力
被害者等へ
の支援を充
実する

ー ー ー

ー ー ー

120か所/平成26年
度(※）

設定無し
78か所

(21年度)

・児童虐待防止対策支援事業
・次世代育成支援対策施設整備交付金

全都道府県・指定
都市・児童相談所
設置市/平成26年

度

設定無し
35か所

（21年度）

ー ー ー

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
平成22年度

1,074人
（平成22年4月1日

現在）

評価
予定
表

児童家庭支援センターの設置
数

＜施策小目標に係る指標＞雇用均等・
児童家庭局
家庭福祉課
（家庭福祉
課長：高橋
俊之）

備考

（※）子ども・子育てビジョン（平成22年1月29
日閣議決定）に基づき目標値を設定。

施策中目標に係る指標４参照

施策
小目
標３

配偶者による暴力被害者
等の相談、保護及び支援
のための体制を整備する
こと

・婦人保護事業
・婦人相談員活動強化事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

個別対応できる児童相談所一
時保護所の環境改善

施策中目標に係る指標３参照

婦人相談員の設置数

施策
小目
標２

虐待を受けた子どもの保
護・支援のための体制を
整備すること

・小規模グループケアの実施
・地域小規模児童養護施設の実施
・里親等委託の実施
・児童家庭支援センター等運営事業

雇用均等・
児童家庭局
家庭福祉課
（家庭福祉
課長：高橋
俊之）

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

実績

【重】

実績

【重】

モニ

総合
実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1

100％（全都道府
県・市・福祉事務
所設置町村）/
平成26年度まで

設定無し
90.0％

（平成21年度）

2

100％（全都道府
県・市・福祉事務
所設置町村）/
平成26年度まで

設定無し
81.8％

（平成21年度）

3 前年度以上
前年度以上／平成22

年度

1,557件
（平成21年度実

績）

前年度以上
前年度以上／平成22

年度

5,162件
（平成21年度実

績）

－ － －

－ － －

前年度以上
前年度以上／平成22

年度

1,332件以上
（平成21年度実

績）

評価
予定
表

備考

「子ども・子育てビジョン」（平成22年度1月29日
閣議決定）に基づき目標値を設定。

ひとり親家庭の自立を
支援するための相談体
制を充実させること

施策
小目
標２

母子家庭の母等の就業
支援を実施し、自立を
促進すること

・母子家庭等就業・自立支援セン
ター事業
・自立支援教育訓練給付金事業
・高等技能訓練促進費等事業

＜施策小目標に係る指標＞

高等技能訓練促進費等事業に
よる就業実績

施策中目標に係る指標１，２
参照

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅲ　安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

高等技能訓練促進費等事
業の実施自治体数の割合

雇用均等・
児童家庭局
家庭福祉課
母子家庭等
自立支援室
（竹林室
長）

施策中目標に係る指標３参照

母子自立支援員の配置数

施策大目標Ⅲ－１　新たな子ども・子育て支援のための制度の構築を推進し、子ども・子育て支援施策の充実を図る

・母子自立支援員による相談対応
・養育費相談支援センター事業

＜施策小目標に係る指標＞

養育費相談支援センターへの
相談件数

Ⅲ－
１－
６

自立支援教育訓練給付金
事業の実施自治体数の割
合

Ⅲ－１－６ ひとり親家庭の自立を支援する  ＜施策中目標に係る指標＞

施策
小目
標１

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
100％

（速やかに）
設定無し ー

評価
予定
表

施策大目標Ⅲ－１　新たな子ども・子育て支援のための制度の構築を推進し、子ども・子育て支援施策の充実を図る

備考
　子ども手当は、平成23年９月までとなってお
り、10月以降の新制度を踏まえ、今後、適切な指
標及び施策目標を検討するする必要がある。

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅲ　安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

Ⅲ－
１－
７

雇用均等・
児童家庭局
育成環境課
（子ども手
当管理室
長：鹿沼
均）

Ⅲ－１－７
子ども手当
の支給によ
り、子ども
一人ひとり
の育ちを支
援する

＜施策中目標に係る指標＞

子ども手当を子どものた
めに使った人（予定を含
む）の割合

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ

※総合
モニモニ

実績

【重】
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
73％/

平成32年
（※１）

設定無し
66.5％

（平成22年）

2

前年以上/毎年
5%以上/平成24年
10%以上/平成29年

（※１）

前年以上/毎年
5%以上/平成24年
10%以上/平成29年

（※１）

1.72%
（平成21年度）

3
45%以上/平成24年
55%以上/平成29年

（※１）
設定無し

38%
（平成18年度）

4
56％以上/平成23

年
50％以上

47.6％
（平成21年度）

ー ー ー

2000社/平成26年
(※２)

設定無し
1,016社（平成22

年12月末）

1時間45分以上/
平成24年

2時間30分以上/
平成29年
（※１）

設定無し
1.0時間

（平成18年度）

評価
予定
表

＜施策中目標に係る指標＞

25～44歳までの女性の就業
率

男性の育児休業取得率

第１子出産前後の女性の継
続就業率

・中小企業子育て支援助成金
・両立支援レベルアップ助成金
・事業所内保育施設設置・運営等助成
金
・育児・介護休業法対策推進費
・安心して働き続けられる職場環境整
備推進事業
・一般事業主行動計画策定等支援事業

次世代認定マーク（くるみ
ん）
取得企業数

３歳までの育児のための
短時間勤務制度の制度普及
率

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅲ　安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

Ⅲ-1-
8

施策
小目
標１

育児・介護を行う労働者
が仕事と家庭を両立しや
すい雇用環境を整備する
こと

＜施策小目標に係る指標＞

雇用均等・
児童家庭局
職業家庭両
立課（塚崎
裕子課長）

施策中目標に係る指標２参照

６歳未満の子どもをもつ男性
の育児・家事関連時間

Ⅲ-1-8
仕事と家庭
の両立支援
（再掲）→
Ⅱ-3-1参照

施策大目標Ⅲ-1　新たな子ども・子育て支援のための制度の構築を推進し、子ども・子育て支援施策の充実を図る

備考
（※１）仕事と生活の調和推進のための行動指針
（平成19年12月仕事と生活の調和推進官民トップ
会議決定）に基づいて設定している。

（※２）子ども・子育てビジョン（平成22年１月
29日閣議決定）に基づいて設定している。

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

モニ

総合

【重】

実績

【重】

実績

※総合
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達
成時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水

準)

⑨最新値
（年度）

1
前年以上/

毎年
前年以上/

毎年

141,955人
（21年）

2
前年以上/

毎年
前年以上/

毎年

生存率:11.4％
(21年）

社会復帰率:7.1％

(21年）

3
前年以下/

毎年
前年以下/

毎年

4.2
（21年）

4
前年以下/

毎年
前年以下/

毎年
21.2

（21年）

5
78.1％/
26年度

78.1％/
26年度

56.2％
（21年度）

6
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度
34,652回

（20年度）

7
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度
97.8%

（21年度）

ー ー ー

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

1,939回
（21年６月分）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

267病院
（21年度）

・救命救急センター運営事業

・外国人に係る救急医療措置費

・心臓病及び脳卒中専門医確保事業

・重症外傷機能確保事業

・消防法一部改正に伴う受入困難事案患者
受入医療機関支援事業

・消防法一部改正に伴う救急患者受入実態
調査事業

・共同利用型病院

・管制塔救急医療機関支援事業

・診療所医師の診療協力支援事業

・ドクターヘリ導入促進事業

・ドクターヘリ夜間搬送モデル事業

・ドクターヘリ事業従事者研修事業

・ヘリコプター等添乗医師等確保経費

・救急勤務医支援事業

・救急医療支援センター運営事業

・救急患者受入コーディネーター事業

・救急患者退院コーディネーター事業

・救急医療専門領域医師研修事業

・救急医療トレーニングセンター運営事業

・救急医療情報センター

・広域災害・救急医療情報システム経費

・救急・周産期医療ネットワーク構築実証
事業

・中毒情報センター情報基盤整備

・医師救急医療業務実地修練費

・看護師救急医療業務実地修練費

・救急救命士病院実習受入促進経費

・救急救命士業務実地修練費

・救急救命士養成所専任教員講習会経費

・保健師等救急蘇生法指導者講習会経費

・病院前救護体制における指導医等研修経
費・救急救命普及推進費

・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及啓発
事業

・ＡＰＥＣ関連経費

医療計画に基づく医療連携
体制を構築すること

施策
小目
標１

施策大目標１　医療サービスを安定的に提供する

・エネルギー需給構造改革推進設備等を取
得した場合の特別償却又は法人税額の特別
控除（法人税、所得税）

施策
小目
標２

救急医療体制を整備するこ
と

ー ー

21箇所
（21年度）

救命救急センター数
前年度以上/

毎年度
221箇所

（21年度）

ー

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

＜施策中目標に係る指標＞

病院の耐震化率

ドクターヘリの設置箇所数
前年度以上/

毎年度

病院への立入検査におけ
る指摘に対する遵守率

・医療連携体制推進事業
・医師派遣等推進事業
・地域医療確保対策経費
・公的病院特殊診療部門運営費
・民間病院特殊診療部門運営費
・医療施設等施設整備費
・医療提供体制施設整備交付金
・医療施設等設備整備費
・医療提供体制設備整備費

＜施策小目標に係る指標＞

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

無医地区等における医療
活動（巡回診療、代診医
派遣等）回数

地域連携診療計画管理料の算
定回数

地域医療支援病院数

自宅で死亡する者の数

心肺停止者の一ヶ月後の
生存率・社会復帰率

周産期死亡率（出産1,000
対）

幼児（１～４歳）死亡率
（人口10万対）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－1
－1

医政局指導
課（指導課
長：新村和
哉）

Ⅳ－１－１
地域の医療
連携体制を
構築する

施策中目標に係る指標１参照



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達
成時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水

準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

ー ー ー

前年以下/
毎年

前年以下/
毎年

4.8
（21年）

25～30床/
26年度

※｢子ども・子育
てビジョン｣(平
成22年1月29日閣

議決定)

25～30床/
26年度

※｢子ども・子育
てビジョン｣(平
成22年1月30日閣

議決定)

21.2床
（20年度）

ー ー ー

前年以下/
毎年

前年以下/
毎年

26.6
（21年）

全小児救急医療
圏/26年度

※｢子ども・子育
てビジョン｣(平
成22年1月29日閣

議決定)

全小児救急医療
圏/26年度

※｢子ども・子育
てビジョン｣(平
成22年1月30日閣

議決定)

342地区／364地
区

（20年度）

ー ー ー

81.2％/
26年度

81.2％/
26年度

62.4％
（21年度）

1000チーム/
23年度

※｢自然災害の犠
牲者ゼロ｣を目指
すために取り組
むべき施策｣

(平成19年中央防
災会議決定)

1000チーム/
23年度

※｢自然災害の犠
牲者ゼロ｣を目指
すために取り組
むべき施策｣

(平成19年中央防
災会議決定)

703チーム
(21年度)

ー ー ー

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

39機構
（21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

263病院
（21年度）

ー ー ー

全病院に原則1回
実施/毎年度

全病院に原則2回
実施/毎年度

8,214件（21年
度）

施策
小目
標７

病院への立入検査の徹底 ・医療機関行政情報システム改善事業 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標７参照

病院への立入検査件数

施策
小目
標６

へき地保健医療対策を推進
すること

・へき地医療支援機構運営事業
・へき地医療拠点病院運営事業
・へき地診療所運営事業
・へき地診療所等医師支援事業
・へき地・離島巡回診療事業
・へき地保健指導所運営事業
・産科医療機関確保事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標６参照

へき地医療支援機構数

へき地医療拠点病院数

施策
小目
標５

災害医療体制を整備するこ
と

・医療施設耐震化促進事業
・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）研修事
業
・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）事務局
経費
・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）訓練補
助事業
・災害拠点病院等活動費
・ＮＢＣ災害・テロ対策研修事業
・災害医療調査ヘリコプター運営事業
・地震防災対策用資産の特別償却等の特例
措置（法人税、所得税、固定資産税）

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標５参照

災害拠点病院及び救命救急セ
ンターの耐震化率

災害派遣医療チーム（DMAT）
数

施策
小目
標４

小児医療体制を整備するこ
と

・小児救急専門病床確保事業
・小児救命救急センター運営事業
・小児集中治療室医療従事者研修事業
・小児救急医療支援事業
・小児救急医療拠点病院
・小児初期救急センター運営事業
・小児救急電話相談事業
・小児救急地域医師研修事業
・小児科・産科連携病院等協力体制促進事
業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標４参照

小児（15歳未満）死亡率（人
口10万対）

常時診療体制が確保されてい
る小児救急医療圏

施策
小目
標３

周産期医療体制を確保する
こと

・周産期母子医療センター運営事業
・新生児医療担当医確保支援事業
・地域療育支援施設運営事業
・日中一時支援事業
・周産期医療対策事業
・周産期医療の連携体制を担う医療機関が
取得する分娩施設に係る特例措置（不動産
取得税）

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

妊産婦死亡率（出産10万対）

新生児集中治療室（NICU）病
床数（出生１万人当たり）



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達
成時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水

準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

467法人
（21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

31法人
（21年度）

前年度以下/
毎年度

前年度以下/
毎年度

49.2％
(20年度)

前回調査年度以
上/

直近調査年度

前回調査年度以
上/

直近調査年度

92.0
（21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

502,109百万円
（20年度）

評価
予定
表

社会医療法人及び特定医療法
人数

施策
小目
標８

医療法人等の経営の安定化
を図ること

備考

⑤に記載した事務事業については、それぞれの
個別目標以外の個別目標の達成に資するものが
ある。

高額医療機器の国内出荷金額

・特定医療法人の法人税率の特例（法人
税）
・社会保険診療報酬の益金・損金不算入措
置(事業税)
・医療法人の社会保険診療報酬以外に係る
税率の特例(事業税)
・社会保険診療報酬の所得計算の特例（所
得税）
・医療機器等の特別償却（法人税、所得
税）
・建替え病院用等建物の特別償却（法人
税、所得税）
・医療施設経営安定化対策
・第三者病院機能評価機構経費

＜施策小目標に係る指標＞

出資持分のある医療法人から
出資持分のない医療法人への
移行数

医療法人等の赤字病院の割合

社会保険診療報酬の所得計算
の特例の適用によって、事務
処理負担が軽減された医療機
関の割合

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

実績

【重】
実績

実績

総合

【重】

モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前回調査時以上/

調査時
－

286,699
（108.9％）

【平成20年度】

2
前回調査時以上/

調査時
－

174,266
（103.5％）

【平成20年度】

3
前回調査時以上/

調査時
－

49,113
（108.6％）

【平成20年度】

4
前回調査時以上/

調査時

1,397,333
（102.0％）
【平成20年】

1,433,772
（102.6％）
【平成21年】

ー － ー

前回調査時以上/
調査時

141（247.4％）
36

（22年12月末）

前回調査時以上/
調査時

ー

35
（22年度交付決
定した都道府

県）

前回調査時以上/
調査時

14,864
（92.5％）

【平成20年度】

13,272
（89.3％）

【平成21年度】

・女性医師就労支援センター事業
・女性医師等就労支援事業
・中央ナースセンター事業
・病院内保育所運営事業

＜施策小目標に係る指標＞

女性医師バンク再就業支援件
数【Ｐ】

中央ナースセンター事業再就
業支援件数

女性医師等就労支援事業支援
件数【Ｐ】

Ⅳ－１－２
医療需要に
見合った医
療従事者を
確保する

＜施策中目標に係る指標＞

就業医師数

病院勤務医師数

就業女性医師数

就業看護職員数

施策
小目
標１

女性医師・看護師等の離
職防止、復職支援を図る
こと

施策中目標に係る指標３，４
参照

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－1
－２

施策大目標１　医療サービスを安定的に提供する

医政局医事
課（村田課
長）

評価
予定
表

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
毎年度以上/

毎年度
【Ｐ】集計中

74.0%
【平成20年度】

2
毎年度以上/

毎年度
H23.9月末に集計

予定
H23.9月末に集計

予定

3
毎年度以上/

毎年度
【Ｐ】18,461 【Ｐ】18,461

4
38,111

【平成21年度】
38,111

【平成21年度】

ー ー ー

ー ー ー

1,336（H21） 1,336（H21）

評価
予定
表

医政局医事
課（村田課
長）

Ⅳ－１－３
医療従事者
の資質向上
を図る

＜施策中目標に係る指標＞

医師研修医の満足度調査
（満足度５段階評価のう
ち４段階以上の回答者の
割合）

歯科医師研修歯科医の満
足度調査（満足度５段階
評価のうち４段階以上の
回答者の割合）

看護師等における講習
会・研修会等の修了者人
数

（参考指標）
臨床研修指導医における
講習会の修了者人数（各
年度累計）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－1
－3

施策
小目
標１

医師・歯科医師の臨床研
修を推進すること

・臨床研修等補助金（医師）
・臨床研修等補助金（歯科医師）

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１，
２，４参照

施策
小目
標２

医療従事者等に対する研
修を実施すること

・看護職員等に対する研修を実施す
ること

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

（参考指標）
新規認定看護師認定者数
（人）

施策大目標１　医療サービスを安定的に提供する

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３
表

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度

427
（21年度）
【150.9％】

427
（21年度）
【150.9％】

2
前年度以上/

毎年度
- -

3
前年度以上/

毎年度
- -

前年度以上/
毎年度

207,519
（21年度）
【121.0％】

207,519
（21年度）
【121.0％】

・産科医療補償制度

前年度以上/
毎年度

30
（21年度）
【-％】

30
（21年度）
【-％】

＜参考統計＞

1
前年度以上/

毎年度

1,895
（21年度）
【131.6％】

1,895
（21年度）
【131.6％】

前年度以上/
毎年度

378
（21年度）
【97.4％】

378
（21年度）
【97.4％】

94 302P 94 302P

・医療安全支援センター総合支援
事業

都道府県、保健所設置市及び
特別区の医療安全支援セン
ターの設置数

報告義務対象機関からの
医療事故報告件数

医政局総務
課（医療安
全推進室
長：渡辺真
俊）

Ⅳ－１－４
医療安全対
策を推進す
る

Ⅳ－１－４
総合的な医療安全確保対策の推
進を図ること

＜施策中目標に係る指標＞

医療事故情報収集・分
析・提供事業の参加登録
医療機関の数

医療安全対策加算１届出
医療機関の割合
※医療安全対策の研修を修了した専従
の医療安全管理者を配置している医療
機関に対して診療報酬を加算するもの

医療安全対策加算２届出
医療機関の割合
※医療安全対策の研修を修了した専任
の医療安全管理者を配置している医療
機関に対して診療報酬を加算するもの

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－1
－４

施策
小目
標１

医療の質と安全性の向上
を図ること

施策大目標１　医療サービスを安定的に提供する

・医療機器等の特別償却 ＜施策小目標に係る指標＞

医療安全に資する医療機器の
購入による特別償却に係る医
療機器販売件数

＜施策小目標に係る指標＞医療事故等事例の原因究
明・分析に基づく再発防
止対策の徹底を図ること

患者、国民との情報共有
と患者、国民の主体的参
加の促進を図ること

産科医補償制度審査件数

＜施策小目標に係る指標＞

施策
小目
標２

施策
小目
標３

・医療事故情報収集等事業
・施設基準届出状況

前年度以上/
毎年度

94,302P
(21年度)

【97.9％】

94,302P
(21年度)

【97.9％】

評価
予定
表

医療安全支援センターにおけ
る相談件数

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
1,087

（21年度）

2
前年度以上/

毎年度
5,171

（21年度）

3
前年度以上/

毎年度
237,742

（21年度）

4
前年度以上/

毎年度
55,698,319
（21年度）

ー ー ー

ー ー ー

評価
予定
表

施策大目標　Ⅳ－１　・・・医療サービスを安定的に提供する

・国立高度専門医療研究センター
における政策提言

備考
指標１～４は、医政局政策医療課調べ。

施策中目標に係る指標１，２
参照

施策
小目
標２

政策医療の均てん化を図
ること（独法通則法に基
づき、独法評価委員会で
実績評価を行うこととす
る）

人材育成事業
情報収集・発信事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３，４
参照

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標　Ⅳ　・・・地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－
１－
５

施策
小目
標１

政策医療を開発・確立す
ること（独法通則法に基
づき、独法評価委員会で
実績評価を行うこととす
る）

研究開発事業 ＜施策小目標に係る指標＞

医政局政策
医療課（政
策医療課
長：池永敏
康）

Ⅳ－１－５
政策医療を
向上・均て
ん化させる

＜施策中目標に係る指標＞

治験受入件数（製造販売
後臨床試験を含む）

発表論文数（掲載に専門
家による審査が必要とな
る国際的に評価される専
門的科学雑誌に掲載され
た科学論文）

研修会受入人数

ホームページアクセス件
数

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 9ヶ月/23年度 10ヶ月/22年度
11.9月

（15件）
（平成21年度）

2 12ヶ月/23年度 16ヶ月/22年度
19.2月

（92件）
（平成21年度）

3 15ヶ月/23年度 16ヶ月/22年度
13.9月
（3件）

（平成21年度）

＜施策中目標に係る指標＞

新医薬品（優先審査品目）
の総審査期間（中央値）

新医療機器（優先審査品
目）の総審査期間（中央
値）

医政局経済
課（福本課
長）、研究
開発振興課
（椎葉課
長）
医薬食品局
審査管理課
（成田課
長）、医療
機器審査管
理室（関野
室長）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して子どもを産み育てられる社会を実現する

Ⅳ－1
－6

Ⅳ－１－6
新医薬品・
医療機器の
創出等を促
進するとと
もに、医薬
品・医療機
器産業の振
興を図る

新医薬品（通常品目）の総
審査期間（中央値）

施策大目標１　医療サービスを安定的に提供する

4 20ヶ月/23年度 21ヶ月/22年度
11.0月

（33件）
（平成21年度）

5
2.5年短縮/
平成23年度

－ －

6
19ヶ月短縮/
平成25年度

－ －

7
30％/平成24年度

－
20.2%

(平成21年度）

前年度以上/ 前年度以上/ 560件

新医療機器（通常品目）の
総審査期間（中央値）

治験届出件数

・治験拠点病院活性化事業
・臨床研究基盤整備推進研究
・グローバル臨床研究拠点等整備事業
・高度医療評価制度

新医薬品、医療機器に係
る研究開発の促進、治験
環境の整備等を図ること

施策
小目
標１

＜施策小目標に係る指標＞

ドラッグ・ラグの解消

デバイス・ラグの解消

後発医薬品の市場規模（数
量全体に占める割合
（率））

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

560件
（平成21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

【Ｐ】

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

【Ｐ】

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

2件
（平成21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

16件
（平成21年度）

治験届出件数のうち医師主導
治験の数

・日本薬局方調査費
・日米欧三極治験相談推進事業

＜施策小目標に係る指標＞

治験届出件数

施策
小目

有効性・安全性の高い新
医薬品、医療機器の迅速

新たに承認された第３項先進
医療（高度医療）の件数

新たに承認されたヒト幹細胞
臨床研究の件数

治験届出件数のうち国際共同
治験に係るものの割合

ー ー ー

ー ー ー

評価
予定
表

・医療機器国際共同開発・承認促進事
業
・第三者認証機関整備事業

施策中目標に係る指標１～６
参照

施策中目標に係る指標７参照

施策
小目
標３

医薬品・医療機器産業の
動向を的確に把握するこ
と

・後発医薬品使用促進対策事業 ＜施策小目標に係る指標＞

小目
標２

医薬品、医療機器 迅速
な承認審査を推進するこ
と

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年（度）
目標値（達成水準／

達成時期）

⑨最新値
（年度）

1 9ヶ月/23年度 10ヶ月/22年度
11.9月

（15件）
（平成21年度）

2 12ヶ月/23年度 16ヶ月/22年度
19.2月

（92件）
（平成21年度）

3 15ヶ月/23年度 16ヶ月/22年度
13.9月
（3件）

（平成21年度）

4 20ヶ月/23年度 21ヶ月/22年度
11.0月

（33件）
（平成21年度）

5
2.5年短縮/
平成23年度

－ －

6
19ヶ月短縮/
平成25年度

－ －

ー ー ー

ー ー ー

評価予定表

④施策小目標 ⑥指標

・日本薬局方調査費
・日米欧三極治験相
談推進事業

①施
策目
標番
号

Ⅳ－
１－
７

新医薬品（優先審査品目）
の総審査期間（中央値）

施策
小目
標１

＜施策中目標に係る指標＞医薬食品局
審査管理課
（審査管理
課長：成田
昌稔）、医
療機器審査
管理室（医
療機器審査
管理室長：
関野秀人）

＜施策小目標に係る指標＞

施策大目標Ⅳ－１　医療サービスを安定的に提供する

有効性・安全性の高い新医療
機器の迅速な承認審査を推進
すること

デバイス・ラグの解消

＜施策小目標に係る指標＞有効性・安全性の高い新医薬
品の迅速な承認審査を推進す
ること

・医療機器国際共同
開発・承認促進事業
・第三者認証機関整
備事業

施策中目標に係る指標１，
２，５参照

備考

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

ドラッグ・ラグの解消

Ⅳ－１－７
新医薬品・
医療機器を
迅速に提供
する

施策中目標に係る指標３，
４，６参照

新医薬品（通常品目）の総
審査期間（中央値）

新医療機器（優先審査品
目）の総審査期間（中央
値）

新医療機器（通常品目）の
総審査期間（中央値）

施策
小目
標２

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

モニ モニモニ 実績

【重】

1



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度

45,211（件）
（21年度）
【99.0％】

45,211（件）
（21年度）

2
５施設/

２５年まで
ー ー

- -
552名

（平成21年度）

ー ー ー

－ －
204,504

（21年度）

－ －
8,897

（21年度）

評価
予定
表

施策大目標Ⅳ-1　医療サービスを安定的に提供する

備考

和解等件数
（法律は、感染被害者に対す
る給付金の支給を定めたもの
であるため、その前提となる
和解等件数を評価指標として
いる。）

施策
小目
標３

・医薬品等監視指導事業
・後発医薬品品質確保対策事業
・健康食品対策事業
・GMP指導対策事業
・輸入医療機器品質確保対策事業
・登録試験検査機関精度管理等適
正化推進事業
・医薬品国家検定事業

＜施策小目標に係る指標＞

製造所、薬局等への立入検査
件数

製造所、薬局等への指導件数

医薬品等の品質確保の徹
底を図ること

施策
小目
標２

医薬品等の安全対策を推
進すること

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－1
－8

施策
小目
標１

・フィブリノゲン製剤などの特定
の製剤の投与によりＣ型肝炎ウイ
ルスに感染したものと事実確認さ
れた感染者又はその相続人との和
解（訴訟手続により証拠調べを行
い、製剤投与の事実や投与と感染
の因果関係等が確認された後、和
解）

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅳ－1－8
医薬品等の
品質確保、
安全対策を
徹底する

医薬食品局
総務課副作
用被害対策
室（副作用
被害対策
室：横幕章
人）、安全
対策課（安
全対策課
長：俵木登
美子）、監
視指導・麻
薬対策課
（監視指
導・麻薬対
策課長　國
枝卓

＜施策中目標に係る指標＞

医薬品等副作用情報収集件
数

医療情報データベースの設
置病院数

◎医薬品等副作用情報収集件数 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１，２
参照

特定フィブリノゲン製剤
及び特定血液凝固第Ⅸ因
子製剤によるＣ型肝炎感
染被害者を救済するため
の給付金の支給に関する
特別措置法（平成２０年
法律第２号）に基づき、
給付金請求のための提訴
された訴訟について、迅
速な訴訟手続きを行い、
和解の可否について検討
すること

１９ ２０ ２１ ２２ ２３
表

モニ
実績

【重】
モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
前年度以上

60.7%
（21年度）
【102.7%】

2
100%以上／毎年

度
前年度比100％以

上
74.0%

（21年度）

ー － －

前年度以上/
毎年度

前年度以上
1774

（21年度）
［-］

前年度以上/
毎年度

前年度以上
142人

（21年度）
［48.0%］

前年度以上/
毎年度

－ -

評価
予定
表

施策中目標に係る指標１参照

薬局ヒヤリ・ハット事例収
集・分析事業参加薬局数

医薬食品局
総務課（中
垣課長）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－1
－9

施策
小目
標１

薬局機能を強化し、医薬
分業を推進するとともに
医薬品の適正使用の普及
啓発を推進する

◎薬局ヒヤリ・ハット事例収集・
分析事業
・医薬分業啓発普及事業（薬と健
康の週間）

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅳ－１－9
医薬品の適
正使用を推
進する

＜施策中目標に係る指標＞

医薬分業率（全国・地域
別）

研修・講習会等受講者数
の前年度比（各事業の前
年度比の平均）

施策
小目
標２

薬剤師研修を充実する ・専門薬剤師研修事業（22年度ま
で実施）
・薬剤師生涯教育推進事業（22年
度から実施）

＜施策小目標に係る指標＞

がん専門薬剤師研修受講者数
（平成22年度まで実施）

薬剤師生涯教育研修受講者数
（平成22年度から実施）

施策大目標１　医療サービスを安定的に提供する

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
90％以上/
毎年度

202万リットルの
90％以上

103.5％
（平成21年度）

－ － －

前年度未満/
毎年度

36,815kg未満
36,815kg

（平成21年度）

評価
予定
表

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

施策大目標Ⅳ-1　医療サービスを安定的に提供する

・献血推進基盤整備事業
・献血構造改革推進事業

＜施策小目標に係る指標＞健康な献血者の確保を図
り、献血により安全な血
液製剤が需要に応じて適
切に供給されるようにす
るとともに、血液製剤の
国内自給及び適正使用の
推進を図ること

施策
小目
標１

＜施策中目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

アルブミン製剤の供給量

Ⅳ－1
－10

医薬食品局
血液対策課
（血液対策
課長：三宅
智）

Ⅳ－1－10
安全な血液
製剤を安定
的に供給す
る

安定供給に必要な血液量
の確保率

備考

安定供給に必要な血液量の確保率の平成22年度目
標値202万リットルについては、国が策定する
「平成22年度献血推進計画」に基づき設定してい
る。

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1

前年度以下/
毎年度

前年度以下/
毎年度

80.4
※決算見込み値
(平成21年度)

前年度以下/
毎年度

前年度以下/
毎年度

53.1
(平成21年度)

前年度以下/
毎年度

前年度以下/
毎年度

38.2
(平成21年度)

前財政運営期間(2
年間)の初年度(平
成20年度)以下/

財政運営期間(2年
間)の初年度(平成

22年度)

前財政運営期間(2
年間)の初年度(平
成20年度)以下/

財政運営期間(2年
間)の初年度(平成

22年度)

6.4（速報値）
(平成21年度)

2

前年度以下/
毎年度

設定なし
▲5,235

（平成21年度）

前年度以下/
毎年度

設定なし
66

(平成21年度)

施策大目標Ⅳ―２　高齢者医療制度改革を含め、持続的・安定的な医療保険制度を構築する

保険局総務
課（総務課
長：武田俊
彦）

Ⅳ－２－１
全国民に必
要な医療を
保障できる
よう、高齢
者医療制度
改革を含
め、医療保
険制度を安
定的・効率
的に運営す
るために取
り組む

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ-2-
1

＜施策中目標に係る指標＞

各医療保険制度別における
決算での総収支差が赤字で
ある保険者数の割合

・健康保険組合（経常収
支）

・後期高齢者広域連合

・市町村国保（経常収支）

・国保組合（経常収支）

・全国健康保険協会

各医療保険制度の経常収支

・健康保険組合（経常収
支）

・市町村国保

前年度以下/
毎年度

設定なし
▲50

(平成21年度)

前財政運営期間(2
年間)の初年度(平
成20年度)以下/

財政運営期間(2年
間)の初年度(平成

22年度)

設定なし
508（速報値）
（平成21年度）

前年度以下/
毎年度

前年度以下/
毎年度

▲2,290
(平成20年度)

－ － －

1

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

99.89
(平成20年度)

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

88.01
(平成21年度)

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

99.93
(平成21年度)

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

99.00（速報値）
(平成21年度)

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

97.2
(平成20年度)

特別調整交付金（普通調整交付金減額
解除分）

＜施策小目標に係る指標＞

・国保組合

・後期高齢者広域連合

施策中目標に係る指標１，２参

各医療保険制度における保
険料（税）の収納率

・健康保険組合

・市町村国保

施策
小目
標２

保険者の適用・徴収・給
付適正化に向けた事務を
適切かつ効率的なものと
すること

施策
小目
標１

保険者の財政基盤の強化
を通じて、医療保険財政
の安定を図ること

老人医療保険給付諸費
国民健康保険助成費
全国健康保険協会助成費
健康保険組合助成費

＜施策小目標に係る指標＞

・全国健康保険協会

・国保組合

・後期高齢者広域連合

・全国健康保険協会



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

2

前年度以上/
毎年度

設定なし 調査中

前年度以上/
毎年度

設定なし
2.5

（平成22年度）

前年度以上/
毎年度

設定なし
0.6

（平成22年度）

前年度以上/
毎年度

設定なし
4.3

（平成22年度）

前年度以上/
毎年度

設定なし 調査中

3

前年度以上/
毎年度

設定なし
83.1

(21年度)

前年度以上/
毎年度

設定なし
0.0

(21年度)

前年度以上/
毎年度

設定なし
0.0

(21年度)

・健康保険組合

・全国健康保険協会

各医療保険制度における後
発医薬品差額通知実施保険
者数の割合

・市町村国保

・国保組合

・健康保険組合

・市町村国保

・国保組合

・後期高齢者広域連合

レセプトの電子化に対応し
ている保険者数の割合

前年度以上/
毎年度

設定なし
0.0

(21年度)

前年度以上/
毎年度

設定なし
33.8

(21年度)

1

前年度以下（平成
23年度には医科・
歯科分106円程度
（※））/毎年度

前年度以下（平成
23年度には医科・
歯科分106円程度
（※））/毎年度

114.20
（21年度）

前年度以下（平成
23年度には調剤分
49円程度（※））

/
毎年度

前年度以下（平成
23年度には調剤分
49円程度（※））

/
毎年度

57.20
（21年度）

2
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度

75.6
(21年度)

評価
予定
表

備考

（※）「原則完全オンライン化の段階における手
数料適正化の見通し」（平成20年３月　社会保険
診療報酬支払基金）による。
（※）レセプトの電子化に対応している保険者数
の割合の市町村国保、国保組合、後期高齢者広域
連合については、一部項目のみ電子化している保
険者を除いている。

施策
小目
標３

審査支払機関の事務が適
正かつ効率的なものとな
るようにすること

診療報酬情報提供サービス

中小企業等基盤強化税制

＜施策小目標に係る指標＞

・全国健康保険協会

・後期高齢者広域連合

社会保険診療報酬支払基金
における審査支払手数料

・医科・歯科分

・調剤分

レセプトの電子化率

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 実績 実績 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1

前年度以下（平成
24年度において平
成20年度と比べて

10％以上減少
（※））/前年度

設定無し
5，418，272

（平成20年度）

前年度以上（平成
24年度に70％以上
（※））/毎年度

設定無し
30.9％

（平成20年度）

前年度以上（平成
24年度に70％以上
（※））/毎年度

設定無し
31.8％

（平成20年度）

前年度以上（平成
24年度に70％以上
（※））/毎年度

設定無し
59.5％

（平成20年度）

事業計画に定める
実施率（平成22年
度は62.3％）（平
成24年度に70％
（※）/毎年度

62.3％（目標値）
30.1％

（平成20年度）

前年度以上（平成
24年度に45％以上
（※））/毎年度

設定無し
14.1％

（平成20年度）

前年度以上（平成
24年度に45％以上
（※））/毎年度

設定無し
2.4％

（平成20年度）

施策
小目
標１

医療保険者における特定
健診・特定保健指導を実
施すること

特定健康診査・保健指導国庫負担
（補助）金

医療費適正化計画に基づく取組の推
進

＜施策小目標に係る指標＞

保険局総務
課医療費適
正化対策推
進室（医療
費適正化対
策推進室
長：城克
文）

Ⅳ－２－２
生活習慣病
対策等によ
り中長期的
な医療費の
適正化を図
る

医療保険者における特定健診・
特定保健指導を実施すること

＜施策中目標に係る指標＞

メタボリックシンドロー
ム（内臓脂肪症候群）の
該当者・予備群の数
（人）

特定健診実施率

・市町村国保

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－2
－2

施策大目標Ⅳ―２　高齢者医療制度改革を含め、持続的・安定的な医療保険制度を構築する

・国保組合

・健康保険組合

・全国健康保険協会

特定保健指導実施率

・市町村国保

・国保組合

前年度以上（平成
24年度に45％以上
（※））/毎年度

設定無し
6.8％

（平成20年度）

事業計画に定める
実施率（平成22年
度は35.9％）（平
成24年度に45％
（※）/毎年度

35.9％（目標値）
3.1％

（平成20年度）

評価
予定
表

・全国健康保険協会

備考

（※）「高齢者の医療の確保に関する法律第八条
第一項の規定に基づき定める計画（平成20年９月
８日　厚生労働省告示第422号）」による。

・健康保険組合

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
前年度以上

23,987人
（21年度）
【112.0%】

2
前年度以上/

毎年度
前年度以上

337,378人
（21年度）
【106.7%】

評価
予定
表

備考

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－3
－1

施策大目標３　がん、脳卒中、心臓病等への対応、合意に基づく予防接種の推進、健康づくりの推進等により、国民の健康を支援する

・臓器移植対策事業
・骨髄移植対策事業

健康局疾病
対策課臓器
移植対策室
（臓器移植
対策室長：
辺見聡）

＜施策中目標に係る指標＞

臓器提供意思登録システ
ム登録者数

骨髄バンクドナー登録者
数

Ⅳ－３－１
適正な移植
医療を推進
する

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
前年度以上

679,335件
（21年度）
【104.9%】

2
前年度以上/

毎年度
前年度以上

21,881人
（21年度）
【95%】

3
前年以上/

毎年
前年以上

130,930件
（22年）
【87.1%】

ー ー ー

前年度以上/
毎年度

前年度以上
13,798千件
（21年度）
【101.0%】

前年度以上/
毎年度

前年度以上
108

（21年度）
【103.8%】

ー ー ー

ー ー ー

健康局疾病
対策課（疾
病対策課
長：難波吉
雄）

Ⅳ－３－２
難病対策、
ハンセン病
対策、エイ
ズ対策を推
進する

＜施策中目標に係る指標＞

特定疾患治療研究事業の
受給者証交付件数

ハンセン病資料館の入館
者数

保健所等におけるHIV抗体
検査件数

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－3
－2

施策
小目
標１

難病対策を推進すること ・特定疾患治療研究事業
・難病特別対策推進事業
・難病情報センター事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

難病情報センターホームペー
ジへのアクセス件数

都道府県の難病医療拠点病院
数

施策
小目
標２

ハンセン病対策を推進す
ること

・ハンセン病資料館の運営事業
・普及啓発のための教材等配布事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

施策
小目
標３

エイズ対策を推進するこ
と

・エイズ予防対策事業
・ＨＩＶ検査・相談事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

施策大目標３　がん、脳卒中、心臓病等への対応、合意に基づく予防接種の推進、健康づくりの推進等により、国民の健康を支援する

前年以下/
毎年

前年以下
30.1%

（22年）
【101.3%】

評価
予定
表

備考

施策中目標に係る指標３参照

新規エイズ患者報告割合（新
規エイズ患者報告数／（新規
HIV感染者報告数＋新規エイ
ズ患者報告数）

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度同程度/

毎年度
前年度同程度

７４．３％
（２１年度）

評価
予定
表

施策大目標３　がん、脳卒中、心臓病等への対応、合意に基づく予防接種の推進、健康づくりの推進等により、国民の健康を支援する

原爆被爆者に対する健康診断事業 ＜施策中目標に係る指標＞

被爆者健康診断受診率

健康局総務
課指導調査
室（室長：
岡山健
二）、原子
爆弾被爆者
援護対策室

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－3
－3

Ⅳ－３－３
原子爆弾被
爆者等を援
護する

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
おおむね100%/

毎年度
おおむね100%

90.2％（平成21
年度）

2
おおむね95%/

毎年度
おおむね95%

麻しん：86.9％
風しん：86.9％
（平成21年度）

3
人口10万人対比15

人以下/
平成23年度

人口10万人対比18
人以下

19.0（平成21
年）

4
47都道府県／

平成23年度まで
47都道府県

44都道府県（平
成21年度）

－ － －

－ － －

－ － －

都道府県平均２回
／毎年度

都道府県平均２回
1.4回（平成２１

年度）

健康局結核
感染症課
（結核感染
症課長：亀
井美登里）

健康局疾病
対策課肝炎
対策室（肝
炎対策室
長：神ノ田
昌博）

施策
小目
標２

新型インフルエンザ対策
を推進すること

施策中目標に係る指標１参照

・感染症指定医療機関の施設整備
・感染症発生動向調査事業
・新型インフルエンザ対策事業

＜施策小目標に係る指標＞

・感染症指定医療機関の施設整備
・感染症発生動向調査事業
・定期予防接種（麻疹・風疹）の普
及啓発事業
・結核対策特別促進事業
・性感染症検査・相談関係事業

施策大目標３　がん、脳卒中、心臓病等への対応、合意に基づく予防接種の推進、健康づくりの推進等により、国民の健康を支援する

施策
小目
標３

肝炎対策を推進すること ・肝炎治療特別促進事業（肝炎医療
費助成事業）
・特定感染症検査等事業（肝炎ウイ
ルス検査等事業）
・健康増進事業（肝炎対策分）

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標４参照

肝疾患診療連携拠点病院等連
絡協議会の開催数

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－3
－4

施策
小目
標１

感染症対策の充実を図る
こと

＜施策小目標に係る指標＞

感染症指定医療機関充足
率

Ⅳ－３－４
感染症の発
生・まん延
を防止する

感染症の発生・まん延を防止す
る

＜施策中目標に係る指標＞

予防接種の接種率（麻
疹・風疹）

結核患者罹患率の推移

肝疾患診療連携拠点病院
の設置都道府県数

施策中目標に係る指標１～３
参照

／毎年度 年度）

前年度以上／毎年
度

設定無し
11，384件（平成

21年度）

評価
予定
表

備考

絡協議会の開催数

肝疾患診療連携拠点病院肝疾
患相談センターにおける相談
件数

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

実績

【重】

実績

【重】

実績

【重】
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 100%/毎年度 100%

2 100%/毎年度 100%
110%

（平成21年度）

ー ー

100%/毎年度 100%
100%

（平成21年度）

ー ー ー

評価
予定
表

施策大目標Ⅳ－３　がん、脳卒中、心臓病等への対応、合意に基づく予防接種の推進、健康づくりの推進等により、国民の健康を支援する

備考

施策中目標に係る指標１参照

狂犬病ワクチン等の都道府県
からの申請に基づく需要量に
占める供給量の割合

施策
小目
標２

ワクチンの需給安定化を
図ること

・ワクチン等国内需給安定化調査
事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－
３－
５

施策
小目
標１

国家買い上げ及び備蓄を
実施すること

・重要医薬品供給確保事業 ＜施策小目標に係る指標＞

医薬食品局
血液対策課
（血液対策
課長：三宅
智）

Ⅳ－３－５
ワクチン等
を安定的に
供給する

＜施策中目標に係る指標＞

医療従事者等に対する接
種に用いるプレパンデ
ミックワクチン原液約１
千万人分に対する備蓄率

インフルエンザワクチン
の需要量に占める供給可
能量の割合

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】
モニ 実績 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
前年度以上

20,462
（平成20年度）
【100.0％】

2
前年度以上/

毎年度
設定なし

205
(平成22年度新

規）

ー ー ー

評価
予定
表

地域保健従事者の人材確
保及び資質の向上を図る
こと

・保健師中央会議
・地域保健従事者現任教育推進事業
・市町村保健活動体制強化費
・保健師管理者能力育成研修事業

＜施策小目標に係る指標＞

健康局総務
課保健指導
室（保健指
導室長：勝
又浜子）

Ⅳ－３－６
地域の保健
医療体制を
確保する

＜施策中目標に係る指標＞

市町村保健師数

保健師管理者能力育成研
修事業受講者数

施策中目標に係る指標１，２
参照

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－
３－
６

施策
小目
標１

施策大目標３　がん、脳卒中、心臓病等への対応、合意に基づく予防接種、健康づくりの推進等により、国民の健康を支援する

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
10%以上/平成24年

（※１）
平成20年比減

19.3％（H21)
※該当者割合

2
10%以上/平成24年

（※１）
平成20年比減

14.2％（H21)
※該当者割合

3
1000万人以下/平
成24年（※１）

1000万人以下
890万人
（Ｈ19）

4
平成17年(92.4)よ
り20%減少(73.9)/

平成27年まで

83.2
【10%減少】

84.4
（21年）

【8.7%減少】

15%以下/平成24年
（※１） 15%以下

31.7％
（Ｈ21）

20%以下/平成24年
（※１） 20%以下

21.8％
（Ｈ21）

350g以上/平成24
年（※１） 350g以上

295ｇ
（Ｈ21）

15%以下/平成24年
（※１） 15%以下

28.7％
（Ｈ21）

施策大目標３　がん、脳卒中、心臓病等への対応、合意に基づく予防接種の推進、健康づくりの推進等により、国民の健康施策を支援する。

施策小目標毎に分類ができない事業
等
・生活習慣病予防対策推進費（健や
か生活習慣国民運動推進事業費）
・糖尿病疾病管理強化対策事業
・栄養対策総合推進費（疾病の重症
化予防のための食事指導拠点整備事
業）

健康局総務
課生活習慣
病対策室
（室長：宮
嵜雅則）、
健康局総務
課がん対策
推進室（室
長：鈴木健
彦）

がんの年齢調整死亡率
（75歳未満）の減少

成人の野菜摂取の1日当たり
の平均摂取量

20歳～30歳代男性の朝食を欠
食する人の割合

20～60歳代男性の肥満者の割合

40～60歳代女性の肥満者の割合

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－
３－
７

施策
小目
標１

健康づくり対策（栄養・
食生活）を推進すること

・生活習慣病予防対策推進費（健や
か生活習慣国民運動推進事業費）
・糖尿病予防戦略事業

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅳ－３－７ ＜施策中目標に係る指標＞

メタボリックシンドロー
ム（内臓脂肪症候群）の
該当者割合の減少率（40
～74歳）【平成20年
(18.1％)比】

メタボリックシンドロー
ム（内臓脂肪症候群）の
予備群割合の減少率（40
～74歳）【平成20年
(14.9％)比】

糖尿病有病者数

9,200歩以上/
平成24年（※１） 9,200歩以上

7,243歩
（H21）

8,300歩以上/
平成24年（※１） 8,300歩以上

6,431歩
（H21）

39％以上/
平成24年（※１） 39％以上

32.2%
（H21）

35％以上/
平成24年（※１） 35％以上

27%
（H21）

０%/
平成24年（※１） 0％ 1.5％（H20）

０%/
平成24年（※１） 0％ 12.8％（H20)

０%/
平成24年（※１） 0％ 1.1％（H20)

０%/
平成24年（※１） 0％ 5.3％（H20)

100%/平成24年
（※１） 100％ 87.5％（H20）

100%/平成24年
（※１） 100％ 62.8％（H20）

100%/平成24年
（※１） 100％ 65.1％（H20）

100%/平成24年
（※１） 100％ 50.7％（H20）

100%/平成24年
100％ 50 9％（H20）

・喘息

・気管支炎

・生活習慣病予防対策推進費（健や
か生活習慣国民運動推進事業費）
・たばこ対策促進事業

＜施策小目標に係る指標＞施策
小目
標３

健康づくり対策（たば
こ）を推進すること

・脳卒中

日常生活における歩数
（女性）

運動習慣者の割合
（女性）

運動習慣者の割合
（男性）

施策
小目
標２

健康づくり対策（身体活
動・運動）を推進するこ
と

・生活習慣病予防対策推進費（健や
か生活習慣国民運動推進事業費）
・糖尿病予防戦略事業

＜施策小目標に係る指標＞

日常生活における歩数
（男性）

喫煙している人の割合

・中学１年（男性）

・高校３年（男性）

・心臓病

・中学１年（女性）

喫煙が及ぼす健康影響につい
ての十分な知識の普及率

・高校３年（女性）

・肺がん

（※１） 100％ 50.9％（H20）

100%/平成24年
（※１） 100％ 35.1％（H20）

・脳卒中

・胃潰瘍



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

100%/平成24年
（※１） 100％ 83.5％（H20）

100%/平成24年
（※１） 100％ 40.4％（H20）

100%/平成23年度
かつ

前年度以上

100％
【100％】

100％
（22年度）
【100％】

100%/平成23年度
かつ

前年度以上

100％
【100％】

100％
（22年度）
【100％】

評価
予定
表

施策
小目
標４

がん医療を中心としつ
つ、がん対策を総合的か
つ計画的に推進すること

がん診療連携拠点病院機能強化事
業費

＜施策小目標に係る指標＞

放射線療法の実施体制を整備
しているがん診療連携拠点病
院の割合

外来化学療法の実施体制を整
備しているがん診療連携拠点
病院の割合

備考

（＊１）・・・「健康日本21」より

・妊娠に関連した異常

・歯周病

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
月2回/
毎年度

月2回/
毎年度

24回（平成21年
度）
100％

2
前年度以上/

22年度・23年度
前年度以上/

21年度・22年度
37％（平成21年

度）

月2回/
毎年度

月2回/
毎年度

24回（平成21年
度）
100％

－ －
１回（平成21年

度）

－ －
2件（平成21年

度）

前年度以上/
22年度・23年度

前年度以上/
21年度・22年度

37％（平成21年
度）

前年度以上/
22年度・23年度

前年度以上/
21年度・22年度

受講者のうち94%
（前年度64％）
（平成21年度）

－ － 19,204

健康危機管理保健所長等研修
において、健康危機管理につ
いて理解が高まったと回答し
た受講者の割合

施策大目標３　がん、脳卒中、心臓病等への対応、合意に基づく予防接種の推進、健康づくりの推進等により、国民の健康を支援する。

施策中目標に係る指標１参照

（参考統計）
健康危機管理調整会議の臨時
開催件数

（参考統計）
国際保健規則（IHR）に基づ
く報告（日本からWHOへ）件
数

施策
小目
標２

地域における健康危機管
理体制の確保を図ること

・健康危機管理保健所長等研修会議
・健康危機管理支援ライブラリシス
テム事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

（参考統計）
健康危機管理支援ライブラ
リーシステムへのログイン件

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－
３－
８

施策
小目
標１

・健康危機管理体制の整備 ＜施策小目標に係る指標＞

大臣官房厚
生科学課
（佐々木健
康危機管理
対策室長）

Ⅳ－３－８
健康危機管
理を推進す
ること

＜施策中目標に係る指標＞

健康危機管理調整会議の
定期開催件数

健康危機管理保健所長等
研修の受講者出席率

Ⅳ－３－８
健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制を整
備すること

健康危機管理体制を整備
すること

－ － 4,990,325

評価
予定
表

備考

（参考統計）
健康危機管理支援ライブラ
リーシステムへのアクセス件
数（単位：件）

リ シ テ の グイン件
数（単位：件）

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ
実績

【重】
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
過去５年の発生件
数の平均と同水準

以下/毎年度

過去５年の発生件
数の平均と同水準

以下/毎年度

2件
（平成21年度）

2
前年度以下/

毎年度
前年度以下/

毎年度
778件

（平成20年度）

3 100%/毎年度 100%/毎年度
104（速報値）
（平成21年度）

4
前年(度)以下/

毎年(度)
前年(度)以下/

毎年(度)

1559件（速報
値）

（平成21年度）

5
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度

21品目
（平成21年度）

6
過去５年の報告数
の平均と同水準以

下/毎年度

過去５年の報告数
の平均と同水準以

下/毎年度

27
（平成21年度）

7
60%以上/

平成23年度
60%以上/

平成22年度
55.6%

(平成21年度）

1839人
（平成21年度）

Ⅳ－４－１
食品等の安
全性を確保

する

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－4
－1

施策大目標Ⅳ－４　衛生的で安心・快適な生活環境を確保する

医薬食品局
食品安全部
企画情報課
（吉野課
長）、企画
情報課国際
食品室（日
下室長）、
企画情報課
検疫所業務
管理室（坂
本室長）、
基準審査課
（森口課
長）、基準
審査課新開
発食品保健
対策室（熊
谷室長）、
監視安全課
（加地課
長）、監視
安全課輸入
食品安全対
策室（道野
室長）、監
視安全課食
中毒被害情
報管理室
（熊谷室
長）

＜施策中目標に係る指標＞

大規模食中毒の発生件数

許可を要する食品関係営
業施設の禁停止命令を受
けた施設数

食品の安全性に関する基
礎的な知識を持っている
国民の割合

（参考統計）
食品の安全に関する意見
交換会の参加者数

食品の飲食等に起因ずる衛生上
の危害の発生を防止すること

輸入食品モニタリング検
査達成率

輸入食品の規格基準等の
違反件数

ポジティブリスト制度(農
薬等が一定の量を超えて
残留する食品等の販売等
を原則禁止する制度)の導
入に伴い新たに残留基準
を設定した農薬等のう
ち、基準の見直しを行っ
た農薬等の数

健康食品等に関する健康
被害報告数

・輸入食品監視指導計画計画の策定
及び実施を通じた輸入食品等の監視

ー ー ー

ー ー ー

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

5品目
（平成21年度）

100％/
平成23年度

100％/
平成22年度

－

施策
小目

健康食品の安全対策を推
進すること

ー ー ー

施策
小目

リスクコミュニケーショ
ン事業運営計画の策定及

施 食 安

・リスクコミュニケーション事業運
営計画の策定及び実施

ー ー ー

80%以上/
毎年度

75%以上/
毎年度

90.8％
（平成21年度）

評価
予定
表

施策
小目
標１

食品衛生管理の高度化
等、輸入食品等の監視指
導により、食品等の安全
性を確保すること 施策中目標に係る指標１～４

参照

＜施策小目標に係る指標＞

施策
小目
標２

食品等に関する規格基準
の設定を推進すること

・ポジティブリスト制度導入に伴い
残留基準を設定した農薬等の残留基
準の見直し及び新たな残留基準の設
定
・国際汎用添加物（香料を含む。）
の指定
・食品中の微生物規格設定及び適用
のための原則改訂

施策中目標に係る指標５参照

国際汎用添加物の指定品目数

食品の安全に関する意見交換
会への参加者に対するアン
ケート調査において、「内容
について理解ができた者」の
割合

食品中の微生物規格設定及び
適用のための原則改訂の進捗
率

施策中目標に係る指標６参照

交換会の参加者数

備考

＜施策小目標に係る指標＞

＜施策小目標に係る指標＞

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標７参照

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年
(度)

目標値(達成水
準)

⑨最新値
（年度）

1
①100％/H25年度
②前年度以上/毎

年度
50％

37％
（H21年度）
【①37％
②123％】

2
100％/
毎年度

100％
99.97%

（H20年度）
【99.97％】

3
①100％/H25年度
②前年度以上/毎

年度
42％

22％
（H21年度）
【①22％
②-】

－ － －

前年度以下/
毎年度

8473
8772

(H20年度）
【103％】

①1.5/毎年度
②前年度以上/毎

年度
1.5

1.55
(H20年度）
【①97％
②101％】

①100％/H23年度
②前年度以上/毎

年度
87％

74％
（H21年度）
【①74％
②-】

①０件/H27年度
②前年度以上/毎

年度
4件

5件
(H20年度）
【②280％】

水道事業者数

施策
小目
標２

安心・快適な給水を確
保すること

・高度浄水施設等整備事業
・水道水質管理対策事業
・水道事業体等検査指導事業
（再掲）

＜施策小目標に係る指標＞

カビ臭物質の基準超過件数

施策大目標４　衛生的で安心・快適な生活環境を確保する

施策中目標に係る指標１参照

水道料金格差

アセットマネジメント着手率

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳー
４ー
２

施策
小目
標１

水道の運営基盤を強化
すること

・水道広域化施設整備事業
・簡易水道再編推進事業
・長期的な水需給を考慮した広
域的な水道施設の再構築ガイド
ライン策定等調査事業
・水道水源開発施設整備事業
・水道事業体等検査指導事業
・水道施設整備等調査事業

＜施策小目標に係る指標＞

健康局水道
課（水道課
長：石飛博
之）

Ⅳ－４－２
安全で質が
高く災害に
強い水道を
確保する

＜施策中目標に係る指標＞

地域水道ビジョン策定状
況

水質基準適合率

耐震化計画策定率

①100％/H27年度
②前年度以上/毎

年度
73％

69%
（H21年度）
【①69％
②113％】

－ － －

－ － －

前年度比10％増以
上/毎年度

1250km
1136km

(H20年度)
【227％】

評価
予定
表

クリプトスポリジウム等対策
率（導入済又は計画中の施設
割合）

施策中目標に係る指標２参照

備考

施策
小目
標３

安定給水対策・災害対
策等の充実を図ること

・ライフライン機能強化等事業
・水道事業体等検査指導事業
（再掲）

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３参照

基幹管路の耐震適合管新規布
設延長

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 － －

15,417
・11,873
・3,087
(21年）

2 － －
・覚せい剤369.5

・大麻224.8
（21年)

－ －
92,808

（21年）

－ －
480

（21年）

全小学６年生の保
護者に薬物乱用防
止啓発読本配布/
毎年度

全小学６年生の保
護者に薬物乱用防
止啓発読本配布/
毎年度

118
（22年度）

全高校３年生に覚
せい剤・大麻・Ｍ
ＤＭＡ・違法ド
ラッグ乱用防止啓
発読本配布/毎年
度

全高校３年生に覚
せい剤・大麻・Ｍ
ＤＭＡ・違法ド
ラッグ乱用防止啓
発読本配布/毎年
度

111
（22年度）

5物質以上
/毎年度

－
5

（22年度）

評価
予定
表

麻薬業務所等への立入検査件数
（単位：件）

施策
小目
標１

麻薬・覚せい剤等の不正
流通の遮断を推進すると
ともに、医療用麻薬の適
正な流通を確保する

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅳ－４－３
麻薬・覚せ
い剤等の乱
用を防止す
る

＜施策中目標に係る指標＞

薬物事犯の検挙人数
・覚せい剤事犯の検挙人数
・大麻事犯の検挙人数
（単位：人）

主な薬物の押収量
・覚せい剤
・大麻(乾燥大麻及び大麻樹
脂）（単位：ｋｇ）

Ⅳ－
４－
３

・麻薬行政取締統括運営事業
・あへん供給確保事業
・麻薬・覚せい剤原料不正流通防
止対策事業
・向精神薬対策事業

施策
小目
標３

違法ドラッグ（いわゆる
脱法ドラッグ）の取締り
を推進する

・違法ドラッグ対策事業

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

医薬食品局
監視指導・
麻薬対策課
（監視指
導・麻薬対
策課長　國
枝卓）

施策
小目
標２

麻薬・覚せい剤等の乱用
防止を推進する

・特定薬物乱用重点予防啓発事業
・麻薬・覚せい剤等対策事業
・覚せい剤防止特別対策事業
・青少年特別啓発事業
・麻薬・覚せい剤乱用防止国民運
動事業
・児童保護者啓発事業
・青少年（未成年労働者等）啓発
事業
・再乱用防止対策事業

＜施策小目標に係る指標＞

未成年者の主な薬物事犯検挙人
数（単位：人）

高校生への普及啓発（単位：万
部）

小学生の保護者への普及啓発(単
位：万部）

＜施策小目標に係る指標＞

指定薬物の指定物質数（単位：
物質数）

施策大目標Ⅳ－４　衛生的で安心・快適な生活環境を確保する

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３
表

モニ 実績 実績 モニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

23年度
前年度以上

78.3%
（平成21年度)

2
100%/平成22年度

まで
100%

88.5%
(21年度)

3
1.0％以下／

毎年度
1.0％以下

0.52%
（平成21年度）

ー ー ー

ー ー ー

・化学物質情報基盤システムの管
理

290物質／23年度 前年度以上
277物質

（21年度）

ー ー ー

評価
予定

＜施策小目標に係る指標＞

Ⅳ－４－４
国民生活を
取り巻く化
学物質によ
る人の健康
被害を防止
する

備考

施策中目標に係る指標３参照

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で健康に長寿を迎えられる社会を実現する

施策
小目
標３

・家庭用品情報収集事業家庭用品等身の回りの化
学物質の安全性を確保す
ること

施策大目標Ⅳ－４　衛生的で安心・快適な生活環境を確保する

Ⅳ－
４－
４

医薬食品局
審査管理課
化学物質安
全対策室
（室長：長
谷部）

施策
小目
標１

毒物・劇物の適正な管理
を推進すること

・毒物劇物監視指導関係事業
・毒物劇物指定等改正事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

施策
小目
標２

＜施策中目標に係る指標＞

毒物及び劇物取締法違反
の改善確認率

化学物質（96物質）の安
全性点検実施率（22年度
限り）

家庭用品試買等試験検査
における違反率

・既存化学物質安全性点検事業化学物質の毒性について
評価し、適正な管理を推
進すること

既存化学物質の安全性情報の
公開

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

１９ ２０ ２１ ２２ ２３
表

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度 前年度以上

89.6％
（全業種総計）
（平成21年度）

2
前年度以上/

毎年度 設定無し
12,501件

（平成21年度）

3

第７クール(平成
19～21年度)に比
し、受講率倍増/
第８クール(平成
22～24年度)終了

後

設定無し
32.0％

(平成19～21年度合計)

4
前年度以下/

毎年度 前年度以下

浮遊粉じんの量（1.9%）
一酸化炭素含有率
（0.5%）
二酸化炭素含有率
（18.4%）
温度（20.1%）
相対湿度（46.3%）
気流（1.8%）
ホルムアルデヒドの量
（1.4%）
水質基準（0.8%）
残留塩素含有率（3.1%）
（平成21年度）

前年度以上/
毎年度 設定無し 集計中

前年度以上/
毎年度 設定無し 集計中

Ⅳ－4
－5

施策
小目
標１

生活衛生関係営業におけ
る衛生水準の確保及び振
興を図ること

・相談指導事業 ＜施策小目標に係る指標＞

都道府県生活衛生営業指導セ
ンターによる巡回指導件数

健康局生活
衛生課（生
活衛生課
長：堀江
裕）

建築物環境衛生管理基準
への不適合率

Ⅳ－4－5
生活衛生の
向上・推進
を図る

＜施策中目標に係る指標＞

振興計画の業種別認定率

日本政策金融公庫貸付件
数

クリーニング師研修受講
率

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

都道府県生活衛生営業指導セ
ンターによる相談指導件数

施策大目標４　衛生的で安心・快適な生活環境を確保する

前年度以上/
毎年度 設定無し

0
（平成21年度・標準化の
試みがなされていないた

め）

前年度以上/
毎年度

設定無し
99.2％

（平成21年度）

評価
予定
表

都道府県生活衛生営業指導セ
ンターによる相談指導様式の
標準化

施策
小目
標２

建築物衛生の改善及び向
上等を図ること

・建築物環境衛生管理対策事業 ＜施策小目標に係る指標＞

特定建築物における建築物環
境衛生管理技術者選任率

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度に比べ、地
域格差を縮小/

毎年度

前年度に比べ、地
域格差を縮小/

毎年度

14.9%
（平成21年度）

2
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度
73.5％

（平成21年度）

3
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度
1,026千人

（平成21年度）

4

平成29年度末まで
に介護療養病床を
全て老健施設等に

転換する

前年度に比べ、介
護療養病床数を削
減し、老健施設等

に転換する

88,520床
（平成21年度

末）

5
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度
243,458事業所
（平成21年度）

6
400万人/

26年度まで
ー

41.6％
（平成21年度）

ー ー ー

ー ー ー

前年度以上/
毎年度

－
（平成22年度か
らの新規事業）

前年度以上/
毎年度

－
（平成21年度か
らの新規事業）

＜施策中目標に係る指標＞

主要介護給付等費用適正
化事業のうち「縦覧点
検・医療情報との突合」
を実施する保険者の割合

施策中目標に係る指標３～５
参照

＜施策小目標に係る指標＞

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

施策大目標５　医療・介護一体改革の道筋をつけ、介護保険を適切に運用し、高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる社会を作る

介護サービス情報の公表
事業所数

認知症サポーター数達成
率

介護療養病床数

Ⅳ-5-
1

老健局総務
課（総務課
長：大澤範
恭）

Ⅳ－５－１
医療・介護
一体改革の
推進、介護
保険制度の
適切な運営
等を通じ
て、介護を
必要とする
高齢者を支
援する

要介護認定に係る一次判
定から二次判定における
軽重度変更率の地域差

介護施設・地域介護拠点
の利用者数

・要介護認定適正化事業
・介護給付適正・適切化推進特別事
業
・介護給付費費用適正化事業（地域
支援事業）

・介護保険制度改正
療 介護 体改革

＜施策小目標に係る指標＞施策
小目
標１

介護保険制度の適切な運
営を図るとともに、医
療・介護一体改革の一定
の道筋をつけること

介護サービス指導者等養成研
修の修了者数

施策中目標に係る指標１，２
参照

施策
小目
標２

必要な介護サービスの量
及び質を確保すること

・地域介護・福祉空間整備等施設整
備交付金
・地域介護・福祉空間整備推進交付
金
・介護サービス指導者等養成研修等
事業
・介護支援専門員資質向上事業
・介護サービス情報の公表制度支援
事業
・福祉用具臨床的評価実施等事業

・介護保険制度改正
・医療・介護一体改革

・同居の特別障害者又は老親等に係
る扶養控除等の特例（当該措置につ
いては、適用期限が無く、また、24
年度税制改正要望において措置の見
直し等を行う予定は無い。）
・優良賃貸住宅の割増償却（国土交
通省取りまとめ）

高齢者向け優良賃貸住宅に係る特

２４時間対応の定期巡回･随時
対応型サービスのモデル事業
の実施箇所数

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

1,313千人
（平成21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

26,024人
（平成21年度）

400万人/
26年度まで

ー
1,662,190人

（平成21年度）

評価
予定
表

施策
小目
標３

認知症高齢者支援対策を
推進すること

・認知症対策等総合支援事業

・介護保険制度改正

＜施策小目標に係る指標＞

認知症ケア人材育成等事業に
よる認知症サポート医養成研
修・かかりつけ医認知症対応
力向上研修の各年度の修了者
数

介護支援専門員に係る各種研
修の修了者

・高齢者向け優良賃貸住宅に係る特
例措置（国土交通省取りまとめ）
・特定の増改築等に係る住宅借入金
等を有する場合の所得税額の特別控
除の控除額に係る特例（国土交通省
取りまとめ）
・バリアフリー改修が行われた既存
住宅に係る特例措置（国土交通省取
りまとめ）

認知症サポーター数

備考
１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 実績 モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度
46.3%

（平成21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

14.5%
（平成21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

7,134,806人
（平成21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

77.5%
（平成21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

110,295
（平成21年度

暫定値）

評価
予定
表

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

施策大目標５　医療・介護一体改革の道筋をつけ、介護保険を適切に運用し、高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる社会を作る

Ⅳ-5-
2

老健局総務
課（総務課
長：大澤範
恭）

Ⅳ－５－２
高齢者の介
護予防・健
康づくりを
推進し、生
きがいづく
り及び社会
参加を推進
する

二次予防事業参加者の状
態の改善率

・地域支援事業（介護予防事業）
・介護予防市町村支援事業
・介護予防実態調査分析支援事業

・介護保険制度改正

効率的な介護予防・健康
づくりを推進すること

二次予防事業対象者における
二次予防事業の参加率

施策
小目
標２

高齢者の社会参加・生き
がいづくりのための活動
を支援すること

・高齢者地域福祉推進事業
・老人クラブ指導者研修等事業
・全国健康福祉祭（ねんりんピッ
ク）事業

＜施策小目標に係る指標＞

老人クラブ（連合会）活動実
績事業数

＜施策中目標に係る指標＞

＜施策小目標に係る指標＞

地域介護予防活動支援事業を
実施している市町村の割合

施策
小目
標１

一次予防事業の参加者延べ人
数

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】
モニ 実績

モニ

総合
モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1

平成22年度中に検
討体制を構築し、
論点の整理のため
の検討作業を開始

する。

設定無し ―

2 必要な制度改正 必要な制度改正 ―

3
１カ国以上／22年

度
設定無し

２カ国
（平成22年度）

施策小目標

社会保障協定の発効国数

年金局総務
課
（課長：古
都賢一）

Ⅳ－６－１

年金制度改
革の道筋を
つけ、国民
に信頼され
る公的年金
制度を構築
する

＜施策中目標に係る指標＞

新たな年金制度創設に向け
た議論を行うための論点の
整理状況

制度の改善に向けた企画立
案状況

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－
６－
１

施策 新たな年金制度の制度設 ・新たな年金制度の制度設計に向けた ＜施策小目標に係る指標＞

施策大目標６　「消えた年金」問題の対応に注力し、年金制度に対する信頼を回復するとともに、年金制度改革の道筋をつける等により、安心して信頼できる年金制
度を確立する

ー ー ―

平成22年度中に調
査を実施し、平成
23年度中に調査内
容を整理・分析す

る。

平成22年度中に調
査を実施、調査内
容を整理・分析。

―

平成22年度末まで
に概算システムの
作成と新制度の検
討に必要な年金額
分布推計を行うた
めのシステムの基
本設計を行う。

平成22年度末まで
に概算システムの
作成と新制度の検
討に必要な年金額
分布推計を行うた
めのシステムの基
本設計を行う。

―

ー ー ―

施策小目標
１:
年金局年金
課（課長：
梶尾雅宏）
年金局数理
課（課長：
安部泰史）

施策小目標
２:年金局
年金課（課
長：梶尾雅
宏）
年金局数理
課（課長：
安部泰史）
年金局総務

施策中目標に係る指標１参照

施策
小目
標１

新たな年金制度の制度設
計を着実に進める

新 な年 制度 制度設計に向け
情報収集及びシステム開発の準備

＜施策小目標に係る指標＞

所得把握調査・海外調査の実
施状況

財政計算システムの開発状況

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

・公的年金制度の改善に必要な制度
面・運用面での点検と見直し
・公的年金各制度の財政状況の報告聴
取事業
・平成21年財政検証・財政再計算に基
づく公的年金制度の財経検証事業

現行の公的年金制度の改
善

施策
小目
標２

「年金積立金管理
運用独立行政法人
の運営の在り方に
関する検討会」に
おける検討につい
て平成22年央をメ
ドに中間とりまと
め、平成22年中を
メドにとりまとめ

「年金積立金管理
運用独立行政法人
の運営の在り方に
関する検討会」に
おける検討につい
て平成22年央をメ
ドに中間とりまと
め、平成22年中を
メドにとりまとめ

―

12回以上／22年度 設定無し
15回

（平成22年度）

３カ国以上／22年
設定無し

５カ国

施策
小目
標３

社会保障協定に係る相手国政
府等との協議実施回数

社会保障協定及び行政取決め

年金局総務
課
（参事官
（資金運用
担当）：渡
辺由美子）
公的年金各
制度の財政
状況の報告
聴取事業
等：
年金局総務
課（首席年
金数理官：
石原公一
郎）

施策小目標
３:
年金局国際
年金課（課
長：小出顕
生）

＜施策小目標に係る指標＞国際化の進展への対応を
図ること

・年金通算協定事業の推進
・外国人に係る年金制度の企画・立案
・外国の年金制度に関する調査・研究

年金積立金管理運用独立行政
法人の運営の在り方に関する
検討状況

度
設定無し

（平成22年度）

ー － －

評価
予定
表

の署名国数

施策中目標に係る指標３参照

備考

２０１９ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

実績

【重】

実績 モニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1

平成25年度までに
紙台帳等とコン
ピュータ記録の突
合せ及び厚生年金
基金記録との突合
せについて、重点
的に体制を整備し
て取り組む。

平成25年度までに
できる限りの取組
を進める。

ー

2
中期目標に掲げる
事項の取組を進め
る。

中期目標に掲げる
事項の取組を進め
る。

ー

未解明事案につい
て実態解明を進め
るため、各種サン
プル調査等を実施
する。

未解明事案につい
て実態解明を進め
るため、各種サン
プル調査等を実施
する。

ー

「ねんきん特別
便」等の回答に係
る記録確認作業や
紙台帳等とコン
ピュータ記録の突
合せを引き続き実
施することによ
り、解明・統合を
進める。

「ねんきん特別
便」等の回答に係
る記録確認作業を
進める。

ー

・受給者・加入者
の年金記録につい
て、「ねんきん特
別便」等による確
認作業を行う。
・未回答者・未送
達の方への対応と
して、「ねんきん
定期便」や住民基
本台帳ネットワー
ク等を活用して勧
奨・再送付を行
う。

受給者・加入者の
年金記録につい
て、「ねんきん特
別便」等による確
認作業を行う。

ー

平成２５年度まで
の全件照合を念頭
に 年齢の高い受

平成22年度中に紙
台帳検索システム

Ⅳ－
６－
２

年金局事業
企画課（課
長：藤原禎
一）

日本年金機構法（平成19
年法律第109号）第33条第
1項の規定に基づく中期目
標に掲げる事項の進捗状
況

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

施策小目標
１：年金局
事業管理課
（課長：中
村博治）

施策大目標６　「消えた年金」問題の対応に注力し、年金制度に対する信頼を回復するとともに、年金制度改革の道筋をつける等により、高齢者の所得保障の充実を
図る。

年金記録問題の解決に向
けた取組を着実に進める
こと
（日本年金機構が実施す
る公的年金制度の運営に
関する評価については、
日本年金機構法に基づき
厚生労働大臣が行う業務
実績評価によるものとす
る。）

年金記録問題に関する未解明
事案についての実態解明の状
況

Ⅳ－６－２
公的年金制
度の信頼を
確保するた
め、公的年
金制度の適
正な事業運
営を図る。

施策
小目
標１

・公的年金制度所管省との連携

・日本年金機構への監督・支援、機
構との連携

基礎年金番号に未統合になっ
ている記録の統合や解明の状
況

受給者・加入者の年金記録の
確認の状況

＜施策中目標に係る指標＞

年金記録問題への対応状
況

＜施策小目標に係る指標＞

に、年齢の高い受
給者から順次突合
せを行うととも
に、新規裁定者の
突合せについて、
受給者に係る進捗
状況、サンプル調
査の結果等を踏ま
え、平成２３年秋
以降の実施を検討
する。

台帳検索システム
を構築し、当該シ
ステムを用いて、
紙台帳等とコン
ピュータ記録との
突合せを、優先順
位をつけた上で効
率的に実施し、一
期4年で全件照合
する。

ー

年金記録の統合状
況等に応じて、再
裁定の迅速な処理
を行う。

年金記録の統合状
況等に応じて、再
裁定の迅速な処理
を行うための体制
を整備する。

ー

ねんきん定期便を
送付するほか。
「ねんきんネッ
ト」の充実を図
る。

「ねんきん定期
便」を実施するほ
か、自分の年金記
録を常に確認可能
とする仕組みを構
築する。

ー

厚生年金基金等と
の連携を図りなが
ら、第１次審査及
び第２次審査を進
める。

設定なし ー

・定期的に、氏
名、性別、生年月
日及び住所の４項
目が一致する者を
抽出し、確認のう
え重複付番を解消
する。
・重複付番の新規
発生の防止及び既
発生分の解消のた
め解消のためのシ
ステム開発等の準
備作業を進める。

設定なし ー

20歳到達者につい
て職権による適用
事務を実施するな
ど、国民年金の適
用を促進する。

20歳到達者につい
て職権による適用
事務を実施するな
ど、国民年金の適
用を促進する。

住基ネットによ
り把握し、加入
手続きを行った
20歳到達者の人

数
124万人

（平成21年度）

重点的加入指導等
について、できる
だけ早い時期に平
成18年度の実績水
準の回復を目指
す。

重点的加入指導等
について、できる
だけ早い時期に平
成18年度の実績水
準の回復を目指
す。

重点的加入指導
実施事業所数
3,390事業所

（平成21年度）

低下傾向に歯止め 低下傾向に歯止め 国民年金の現年

施策小目標
２：年金局
事業管理課
（課長：中
村博治）

ねんきん定期便や「ねんきん
ネット」による加入者情報の
提供の状況

施策
小目
標２

公的年金制度の適正な事
業運営を図ること
（日本年金機構が実施す
る公的年金制度の運営に
関する評価については、
日本年金機構法に基づき
厚生労働大臣が行う業務
実績評価によるものとす
る。）

厚生年金保険等の適用の状況

＜施策小目標に係る指標＞

年金記録の訂正や再裁定後の
年金の支給の処理状況

紙台帳検索システムによるコ
ンピュータ記録と紙台帳の突
合せの状況

国民年金の適用の状況

基礎年金番号の重複付番の解
消及び発生防止の状況

厚生年金基金記録との突合せ
の状況

低下傾向に歯 め
をかけ、回復させ
る。

低下傾向に歯 め
をかけ、回復させ
る。

国民年金 現年
度納付率60.0％
（平成21年度）

国民年金の納付率の状況



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

厚生年金保険等の
保険料収納に係る
口座振替実施率が
前年度の当該率と
同等以上の水準を
確保する。

厚生年金保険等の
保険料収納に係る
口座振替実施率が
前年度の当該率と
同等以上の水準を
確保する。

口座振替実施率
（厚生年金保

険）
81.2％

（平成21年度）

毎年度の達成率が
前年度の当該率と
同等以上の水準を
確保するととも
に、設定したサー
ビススタンダード
について、最終年
度において当該達
成率を90％以上と
する。

毎年度の達成率が
前年度の当該率と
同等以上の水準を
確保するととも
に、設定したサー
ビススタンダード
について、最終年
度において当該達
成率を90％以上と
する。

（例）老齢厚生
年金（加入状況
の再確認を要す
るもの）のサー
ビススタンダー
ドの達成率82.5%
（平成21年度）

待ち時間短縮のた
めの取組を進め
る。

待ち時間短縮のた
めの取組を進め
る。

－

各年金事務所に
「ご意見箱」を設
置するなど、具体
的なサービス改善
の取組を進める。

各年金事務所に
「ご意見箱」を設
置するなど、具体
的なサービス改善
の取組を進める。

ー

平成23年度末にお
いてオンライン利
用率65％を目指
す。

平成23年度末にお
いてオンライン利
用率65％を目指
す。

（例）健康保
険・厚生年金保
険被保険者報酬
月額算定基礎届

56.5％
（平成21年度）

評価
予定
表

備考

年金相談の実施状況

社会保険関係の主要手続に係
るオンライン利用率

お客様の声を反映したサービ
ス改善策の実施の状況

厚生年金保険等の徴収の状況

年金給付事務の所要日数の目
標（「サービススタンダー
ド」）の達成の状況

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

－ － － モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1

1,667万人以上/
平成22年度末まで

1,785万人以上/
平成23年度末まで

1,667万人
（平成22年度末）

1,516万人
（平成21年度

末）

ー ー ー

必要な制度改正 必要な制度改正
年金確保支援法

案の提出
（平成21年度）

評価
予定
表

企業年金制度等の健全な
育成を図ること

・企業年金の制度改善事業
・退職年金等積立金に対する法人税
の課税の停止

＜施策小目標に係る指標＞

年金局企業
年金国民年
金基金課
（企業年金
国民年金基
金課長：中
村博治）

Ⅰ－６－３
企業年金等
の健全な育
成を図る

＜施策中目標に係る指標＞

企業年金等の加入者数

施策中目標に係る指標１参照

制度改善に係る企画立案状況

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－
６－
３

施策
小目
標１

施策大目標６　「消えた年金」問題の対応に注力し、年金制度に対する信頼を回復するとともに、年金制度改革の道筋をつける等により、高齢者の所得保障の充実を
図る

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以下の
割合/毎年度

17.5％以下
17.5％

（平成21年度
末）

ー ー ー

評価
予定
表

施策大目標６　「消えた年金」問題の対応に注力し、年金制度に対する信頼を回復するとともに、年金制度改革の道筋をつける等により、高齢者の所得保障の充実を
図る

備考

・企業年金等適正運営事業 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

年金局企業
年金国民年
金基金課
（企業年金
国民年金基
金課長：中
村博治）

Ⅰ－６－４
企業年金等
の適正な運
営を図る

＜施策中目標に係る指標＞

受給権者に占める未請求
者の割合

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－
６－
４

施策
小目
標１

企業年金制度等の適正な
運営を図ること

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1

平成17年度入所者
数約14.6万人のう
ち、2.1万人以上/

平成23年度
（※１）

前年度以上
24,277/

平成22年10月
【115.6%】

2
15万人/平成26年

（※２）
ー

18.5万人/平成20
年10月

3
1万人以上/
平成23年度
（※１）

ー
3,037人/

平成20年度
【30.4%】

4
5千人/

平成23年度
ー

5724人/
平成21年度
【114.5%】

ー ー
人口10万対25.8/

平成21年

ー ー ー

8.3万人/
平成23年度
（※１）

ー
5.6万人/

平成21年度
【67.５%】

①施
策目
標番
号

④施策小目標
⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

施策大目標７　障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進する

＜施策中目標に係る指標＞

かかりつけ医等研修の延
べ受講者数

施策中目標に係る指標１，２
参照

統合失調症の入院患者数

＜施策小目標に係る指標＞施策
小目
標１

自殺死亡者数（参考統計）

グループホーム・ケアホーム
の月間の利用者数

Ⅳ－
７－
１

社会・援護
局障害保健
福祉部企画
課（中島誠
課長）

Ⅳ―７―１
障害者の生
活の場、働
く場や地域
における支
援体制を整
備し、障害
者の地域に
おける生活
を支援する
とともに、
自殺対策を
推進する

福祉施設入所者の地域生
活への移行者数

一般就労への年間移行者
数

・新たな総合福祉法制の実現
・グループホーム・ケアホームの充
実
・精神障害者地域移行・地域定着支
援事業
・精神科救急医療体制整備事業
・コミュニケーション支援事業
・障害者総合福祉事業
・障害福祉サービス提供体制の整備
・障害者等の少額預金の利子所得等
の非課税に係る限度額の特例
・障害者等の少額公債の利子の非課
税
・同居の特別障害者又は老親等に係
る扶養控除等の特例
・バリアフリー改修が行われた既存
住宅に係る特例措置（国交省とりま
とめ）

障害者の地域での日中活
動や生活の場における支
援を充実すること

ー ー ー

平成18年度平均工
賃の2倍以上/
平成23年度
（※３）

ー
12,695円/
平成21年度

60.5万人日分以上
/平成23年度
（※１）

ー
36.5万人日分/
平成21年度
【60.3%】

267.1万人日分/
平成23年度
（※１）

ー
159万人日分/
平成21年度
【59.5%】

評価
予定
表

施策
小目
標２

障害者の一般就労への移
行や、障害者の働く場に
おける工賃水準の引き上
げを促進すること

・就労系サービスの充実
・障害者就業・生活支援センター事
業
・工賃倍増５か年計画支援事業
・支援事業所取引金額が増加した場
合の三年以内取得資産の割増償却

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３と同
じ

就労移行支援の利用者数

就労継続支援の利用者数

就労継続支援Ｂ型等の平均工
賃月額

備考
※１　第２期障害福祉計画より
※２　「精神保健医療福祉の異なる改革に向け
　　　て」（今後の精神保健福祉のあり方等に
　　　関する検討会報告書）より
※３　障害者基本計画に基づく「重点施策実施５
　　　か年計画」より
※４　自殺総合対策大綱より

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/毎年

度
前年度以上/毎年

度

88.2％（※）
【前年比
113.2％】

ー ー ー

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

266,579人
（平成21年度）

【95.5%】

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

114,514人
（平成21年度）

【83.8%】

評価
予定
表

※　平成22年4月から12月までに受理したもののうち、6ヶ月以内に裁定を行ったもの（8月までに受理したもの）及び現在までに裁定を行ったもの（9
月から12月までに受理したもの）の割合。今後リバイス依頼があった際に、その時点での最新値を記入する予定。

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

戦傷病者戦没者遺族等援
護法等に基づく援護を迅
速かつ適切に行うこと

・戦傷病者特別援護法等に基づく
戦傷病者等に対する療養の給付等
の援護事業
・戦傷病者戦没者遺族等援護法に
基づく障害年金、遺族年金等の支
給事業
・各種特別給付金、特別弔慰金の
支給事業

＜施策小目標に係る指標＞

社会・援護
局援護課
（峯村芳
樹）

施策中目標に係る指標１参照

Ⅳ-8-
1

Ⅳ－８－１
戦傷病者、
戦没者遺族
等に対し
て、援護年
金の支給、
療養の給付
等の援護を
行う

＜施策中目標に係る指標＞

施策
小目
標１

援護年金及び弔慰金につ
いて、全受理件数のう
ち、請求を受理した後
６ヶ月以内に裁定を行っ
た件数の割合

施策
小目
標２

戦傷病者、戦没者遺族等
の経験した戦中・戦後の
国民生活上の労苦を後世
代に伝えること

・昭和館運営事業
・しょうけい館運営事業

＜施策小目標に係る指標＞

昭和館の入館者数

しょうけい館の入館者数

施策大目標Ⅳ－８　戦傷病者・戦没者遺族の援護、中国残留邦人等の支援を行うとともに、旧陸海軍の残務を整理する

備考
当該指標は、評価対象年度に受理したもののう
ち、受理後6ヶ月以内に裁定を行った件数の割合
としており、平成22年度の数値（※）について
は、平成22年度に受け付けた請求のうち、評価可
能なもの（平成22年12月までに受付を行ったも
の）により算出しています。年度を通しての数値
については、平成23年10月を目途にとりまとめ予
定。

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
90％以上/毎年

度
－ －

過去5年間の平
均収容数以上/

毎年度

過去6年間の平
均収容数以上/

毎年度

8,965柱
（平成21年度）

【440%】

－ － －

過去5年間の平
均実施数以上/

毎年度

過去6年間の平
均実施数以上/

毎年度

12回
（平成21年度）

【100%】

過去5年間の平
均実施数以上/

毎年度

過去6年間の平
均実施数以上/

毎年度

24回
（平成21年度）

【104%】

評価
予定
表

施策大目標Ⅳ－８　戦傷病者・戦没者遺族の援護、中国残留邦人等の支援を行うとともに、旧陸海軍の残務を整理する

備考

施策
小目
標２

旧主要戦域等において、
慰霊巡拝、慰霊碑の維持
管理等を適切に行うこと

・慰霊巡拝事業
・慰霊碑の維持管理等の事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

慰霊碑の維持管理等実施数

慰霊巡拝の実施数

遺骨収容数

社会・援護
局援護企画
課外事室
（外事室
長：梅原一
豊）

Ⅳ－８－２
戦没者の遺
骨の帰還等
を行うこと
により、戦
没者遺族を
慰藉する

＜施策中目標に係る指標＞

慰霊巡拝参加者のうち、
「満足した」、「やや満
足した」と答える者の割
合

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ-8-
2

施策
小目
標１

戦没者の遺骨の帰還及び
ＤＮＡ鑑定による身元確
認を迅速かつ適切に行う
こと

・遺骨帰還事業
・戦没者遺骨に係るDNA鑑定事業

＜施策小目標に係る指標＞

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 実績 モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度

92.5％
（平成21年度）

【－】

－ － －

25％/
毎年度

25％/
毎年度

18.5%
（平成21年度）

【74%】

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

92.5％
（平成21年度）

【－】

評価
予定
表

備考

Ⅳ-8-
3

社会・援護
局援護企画
課中国雇児
等対策室
（中国孤児
等対策室
長:齋藤恭
一）

Ⅳ－８－３
中国残留邦
人等の円滑
な帰国を促
進するとと
もに、永住
帰国者の自
立を支援す
る

＜施策中目標に係る指標＞

地域生活支援事業の自治
体の実施率（実施自治体
数/中国残留邦人等が居住
する自治体数）

施策
小目
標１

中国残留邦人等の円滑な
帰国及び自立を支援する
こと

・中国残留邦人等に対する生活支
援事業
・帰国受入援護事業
・身元調査等事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

支援給付実地監査実施割合
（支援給付実地監査実施数/
支援給付実地監査対象自治体
数）

支援・相談員等の配置割合
（配置自治体数/支援給付を
受給する中国残留邦人等が居
住する自治体数）

施策大目標Ⅳ－８　戦傷病者・戦没者遺族の援護、中国残留邦人等の支援を行うとともに、旧陸海軍の残務を整理する

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
100％/

平成23年まで

50%/平成21年度
70%/平成22年度
（100%/平成23年

度）

50.3%
（平成21年度）

【100.6%】

2
100％/

平成23年まで

登録カード
（約70万枚）

50%/平成21年度
100%/平成22年度

50.0%
（平成21年度）

【100%】

3
100％/

毎年度（※）
100％/毎年度

（※）

100％
（平成21年度）

【100％】

4
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度

100.0％
（平成21年度）
【100.5％】

ー ー ー

ー ー ー

評価
予定
表

備考

（※）・・・行政手続法（平成5年11月12日法律
第88号）に基づき、総務省人事・恩給局が定める
恩給等に関する処分に係る標準処理期間による。

施策
小目
標２

旧陸海軍に関する恩給請
求書の進達を迅速かつ適
切に行うこと

恩給進達等事務事業 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標３，４
参照

施策中目標に係る指標１，２
参照

Ⅳ-8-
4

社会・援護
局業務課
（業務課
長：平林茂
人）

Ⅳ－８－４
旧陸海軍に
関する人事
資料を適切
に整備保管
すること及
び旧陸海軍
に関する恩
給請求書を
適切に進達
する

旧陸海軍に関する人事関
係資料のうち海軍履歴原
表約750万件のデータベー
ス化率

ロシア政府関係機関より
入手したソ連抑留関係資
料のデータベース化率

恩給請求書を受付後1.5ヶ
月以内に総務省に進達し
た割合

旧陸海軍軍人軍属に係る
資料の調査及び履歴証明
を受付後概ね3ヶ月以内に
処理した割合

人事関係資料等整備事業 ＜施策小目標に係る指標＞施策
小目
標１

旧陸海軍に関する人事資
料の内容を充実させ、適
切に保管すること

＜施策中目標に係る指標＞

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ 地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

施策大目標Ⅳ－８　戦傷病者・戦没者遺族の援護、中国残留邦人等の支援を行うとともに、旧陸海軍の残務を整理する

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度

2
前年度以上/

毎年度

ー

前年度以上/
毎年度

評価
予定
表

＜施策中目標に係る指標＞

施策
小目
標１

質の高い福祉サービスを
提供する為の基盤を整備
すること

・介護福祉士等修学資金貸付事業
・福祉サービスの第三者評価事業
・都道府県福祉人材センター運営事
業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１，２
参照

施策大目標Ⅳ-９　利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図る

備考

第三者評価受審件数

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ－9
－1

介護福祉士就業者数

社会福祉士就業者数

社会・援護
局福祉基盤
（定塚由美
子）

Ⅳ-9-1
福祉サービ
スを支える
人材養成、
利用者保護
等の基盤整
備を図る

モニ

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ実績実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 100％/毎年度

ー

評価
予定
表

社会・援護
局総務課災
害救助・救
援対策室
（吾郷俊
樹）

Ⅳ-9-2
災害時の被
災者等に対
し適切な支
援を実施す
る

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅳ　地域で安心して健康に長寿を迎えられる社会を実現する

Ⅳ-9-
2

災害が発生又は発生する
おそれが生じ、災害救助
法を適用した場合におけ
る避難所設置状況

施策大目標Ⅳ-９　利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図る

＜施策中目標に係る指標＞

2
被害発生から避難所設置

までの時間

災害の態様に応じ
てできるだけ速や

かに設置/
毎年度

施策
小目
標１

災害に際し応急的な支援
を実施すること

・災害救助費等負担金 ＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１，２
参照

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニモニモニ 実績



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年度以上/

毎年度
前年度以上/

毎年度
96.99％

（平成21年度）

前年度以上/
毎年度

前年度以上/
毎年度

44,022件
（平成21年度）

評価
予定
表

備考

未手続事業一掃対策により労
働保険に加入した事業場数

施策
小目
標１

・保険料算定基礎調査
・滞納整理の実施

＜施策中目標に係る指標＞

労働保険料収納率

Ⅴ－
２－1

労働基準局
労災補償部
労働保険徴
収課（労働
保険徴収課
長：美濃芳
郎）

未手続事業の解消を図る
こと

・未加入事業場適用促進事業
・労働保険適正加入促進事業

＜施策小目標に係る指標＞

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅴ　社会保障財源の確保を図るとともに、新たに社会保障財源に対する考え方を提示する

施策大目標Ⅴ－２　社会保険の適用・徴収事務を適切かつ効率的に行う

Ⅴ－２－１
労働保険適
用促進及び
労働保険料
等の適正徴
収を図るこ
と

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1 80％/毎年度 80％
100％

（21年度）

2 前年以上/毎年 前年以上
139ヵ国

（平成21年度）

3 前年以上/毎年 前年以上
71ヵ国

（平成21年度）

4
中程度（medium)

＝3以上/
2年に1回

中程度（medium)
＝3以上

4.02
（平成20年度）

・拠出金事業による技術協力事業
（世界保健機関との共同事業を含
む）

達成状況（％）/
年度末

80％
100％

（平成21年度）

・アジア太平洋地域技能就業能力計
画（SKILLS-AP）に対する協力

ー ー ー

・拠出金事業による技術協力事業

ー ー ー

＜施策小目標に係る指標＞

大臣官房国
際課（麻田
千穂子課
長）

＜施策中目標に係る指標＞

アジア太平洋地域技能就
業能力計画（SKILLS-AP）
のセミナー参加者が自分
の所属機関等においてセ
ミナーの成果を政策や事
業等何らかの形で活用し
た割合

主な流行性疾患への備え
と対応のために、国家準
備計画と標準的作業手順
が設置された国の数

国連合同エイズ計画
（UNAIDS）による支援を
受け、エイズ治療とケア
サービスを拡大した国の
数

OECD事業実施報告におけ
る厚生労働省が拠出した
事業の質に対する各国評
価平均

アジア太平
洋地域技能
就業能力計
画：職業能
力開発局海
外協力課
（小澤真一
課長）

Ⅵ-3-1　国
際機関の活
動へ参加・
協力し、国
際社会に貢
献する

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅵ　「新しい公共」の実現、成長戦略の中核としての社会保障の展開（未来への投資）等時代の要請に応える

Ⅵ-3-
1

施策
小目
標１

国際労働機関が行う
ディーセント・ワーク
（働きがいのある人間ら
しい仕事）実現のための
事業等に対して協力する
こと

施策大目標Ⅵ-３　国際化、科学技術の振興、IT化に対応する

プロジェクト（国際労働機関
が行うディーセント・ワーク
（働きがいのある人間らしい
仕事）実現のための各種事
業）毎に設定されている計画
（immediate objectives)の
達成状況

施策中目標に係る指標１参照

施策
小目
標２

世界保健機関等が行う技
術協力事業に対して協力
すること

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標２参照

・開発途上国におけるエイズ対策の
推進

ー ー ー

・OECDの雇用労働社会分野の研究・
分析への協力
・OECDの医療分野の研究・分析への
協力

ー ー ー

評価
予定
表

施策中目標に係る指標３参照

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標４参照

施策
小目
標３

経済協力開発機構が行う
研究・分析事業に対して
協力すること

備考

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ 実績 モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前年と同程度

/毎年度
前年と同程度 4.6/5点中

（平成22年度）

技能実習制
度推進事
業：職業能
力開発局海
外協力課外
国人研修推
進室（福澤
義行室長）

2
90％以上
/毎年

90％以上 88％
（平成21年）

・ASEAN・日本社会保障ハイレベル会
合開催事業

- - -

・技能実習制度推進事業

- - -

評価
予定
表

備考

＜施策中目標に係る指標＞

ASEAN・日本社会保障ハイ
レベル会合開催事業参加
者へのアンケート調査に
おいて「会合が有効だっ
た」とする割合

技能実習修了認定を受け
た技能実習生の割合

①施
策目
標番
号

④施策小目標
⑥指標

（アウトカム指標は網掛け）

基本目標Ⅵ　「新しい公共」の実現、成長戦略の中核としての社会保障の展開（未来への投資）等時代の要請に応える

施策大目標Ⅵ-３　国際化、科学技術の振興、IT化に対応する

施策中目標に係る指標２参照

施策
小目
標１

開発途上国の人材養成事
業等に対して協力するこ
と

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

Ⅵ-3-
2

ASEAN・日
本社会保障
ハイレベル
会合開催事
業：大臣官
房国際課国
際協力室
（武井貞治
室長）

Ⅵ-3-2　二
国間等の国
際協力を推
進する

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
平均3.5点以上／

3年間
平均3.5点以上／

3年間
3.9点（平成21年

度）

2
平均3.5点以上／

3年間
平均3.5点以上／

3年間
3.5点（平成20年

度）

3
平均3.5点以上／

3年間
平均3.5点以上／

3年間

平成20年度の課
題評価において
は、点数制を採
択していなかっ
たが、全体とし
て肯定的な評価

4
平均3.5点以上／

3年間
平均3.5点以上／

3年間
3.9点（平成21年

度）

－ ー ー

国立保健医療科学院の適
正かつ効果的な運営を確
保すること

国立保健医療科学院の研究課題評価
において、一定の水準を達成する

－ ー ー

国立社会保障・人口問題
研究所の適正かつ効果的
な運営を確保すること

国立社会保障・人口問題研究所の研
究課題評価において、一定の水準を
達成する

ー ー ー

国立感染症研究所の適正
かつ効果的な運営を確保
すること

国立感染症研究所の研究課題評価に
おいて、一定の水準を達成する

ー ー ー

施策
小目
標１

国立医薬品食品衛生研究
所の適正かつ効果的な運
営を確保すること

＜施策小目標に係る指標＞

大臣官房厚
生科学課
（塚原厚生
科学課長）

Ⅵ－３－４
国立試験研
究機関の適
正かつ効果
的な運営を
確保する

＜施策中目標に係る指標＞

国立医薬品食品衛生研究
所における研究課題評価
（3年に1度実施）
※総合評点は5点満点で、
3点で「良好」の評価

国立保健医療科学院にお
ける研究課題評価（3年に
1度実施）
※総合評点は5点満点で、
3点で「良好」の評価

国立社会保障・人口問題
研究所における研究課題
評価（3年に1度実施）
※総合評点は5点満点で、
3点で「良好」の評価

国立感染症研究所におけ
る研究課題評価（3年に1
度実施）
※総合評点は5点満点で、
3点で「良好」の評価

施策中目標に係る指標１参照

施策中目標に係る指標３参照

施策中目標に係る指標４参照

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅵ　「新しい公共」の実現、成長戦略の中核としての社会保障の展開（未来への投資等）時代の要請に応える

Ⅵ－
３－
４

Ⅵ－３－４
国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること

国立医薬品食品衛生研究所の研究課
題評価において、一定の水準を達成
する

施策中目標に係る指標２参照

施策大目標３　国際化、科学技術の振興、ＩＴ化に対応する

評価
予定
表

備考

※国立感染症研究所の各研究課題については開始
年度で評価時期が異なっている。

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

モニ 実績 モニ 実績 モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
研究事業毎に年1

回以上/
毎年度

研究事業毎に年1
回以上/
毎年度

72回（100％）
（平成21年度）

ー ー ー

評価
予定
表

備考

Ⅵ－
３－
５

大臣官房厚
生科学課
（塚原厚生
科学課長）

Ⅵ－３－５
厚生労働分
野の科学技
術の研究開
発を推進す
る

Ⅵー３ー５
厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施を確保すること

厚生労働科学研究評価等推進事業施策
小目
標１

研究評価体制を整備する
こと

＜施策小目標に係る指標＞

施策小目標に係る指標１参照

＜施策中目標に係る指標＞

研究評価委員会の開催件
数

①施
策目
標番
号

④施策小目標
⑥指標

（アウトカム指標は網掛け）

基本目標Ⅵ　「新しい公共」の実現、成長戦略の中核としての社会保障の展開（未来への投資等）時代の要請に応える

施策大目標３　国際化、科学技術の振興、ＩＴ化に対応する

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績

【重】

実績

【重】

実績

【重】
モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

削減経費932,500
千円以上／
平成24年度

設定無し
平成25年度把握

予定

削減業務処理時間
2,250時間以上／

平成24年度

設定無し
平成25年度把握

予定

ー ー ー

評価
予定
表

備考

施策小目標１については、成果重視事業として事
業評価を実施する。

◎厚生労働省ネットワーク（共通シ
ステム）最適化事業

＜施策小目標に係る指標＞

施策中目標に係る指標１参照

Ⅵ－
３－
６

大臣官房統
計情報部企
画課情報企
画室（情報
企画室長：
松原德和）

Ⅵ－３－６
電子政府実
現に向けて
基盤を整備
する

＜施策中目標に係る指標＞

1
厚生労働省ネットワーク
（共通システム）の最適
化効果指標・サービス指
標

施策
小目
標１

全体最適をめざした業
務・システム最適化を推
進すること

施策大目標３　国際化、科学技術の振興、ＩＴ化に対応する

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅵ　「新しい公共」の実現、成長戦略の中核としての社会保障の展開（未来への投資）等時代の要請に応える

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



②責任課室
（課室長名）

③施策中目標 ⑤目標達成手法
⑦目標値

（達成水準／達成
時期）

⑧平成22年(度)
目標値(達成水準)

⑨最新値
（年度）

1
前回調査以上／
調査時（※）

200床以上の医療
機関のほとんどに
導入すること／
400床以上は2008
年度まで、400床
未満は平成22年度

まで

400床以上 82.4%
200床以上 63.7%

（20年度）

－ － －

平成23年度目処
－ －

平成23年度目処
－ －

平成23年度目処
－ －

評価
予定
表

施策
小目
標２

医療を始めとする社会保
障分野全体の情報化・標
準化を推進するととも
に、社会保障・税に関わ
る番号制度の実現に向け
た検討に参画する。

・医療機関の認証のための環境開発
・携帯電話を活用した技術開発
・社会保障分野における情報連携の
ための標準化に向けた調査

＜施策小目標に係る指標＞

医療機関から外部に通じる
ネットワークの出口に位置す
る機器を認証するための標準
的技術仕様の策定

携帯電話を情報連携のツール
として用いるための標準的技
術仕様の策定

社会保障関係機関が保有する
システムの現状に関する調査
結果のとりまとめ

備考

※ 厚生労働省統計情報部人口動態・保健統計課
保健統計室「医療施設調査」より（３年ごと）

施策中目標に係る指標１参照

Ⅵ－
３－
７

Ⅵ－３－７
医療を始め
とする社会
保障分野の
情報化を推
進するとと
もに、社会
保障・税に
関わる番号
制度の実現
に向けた検
討に参画す
る。

統合系医療情報システム
（オーダリングシステ
ム、統合的電子カルテ
等）の普及率

・地域診療情報連携推進事業
・高度医療情報普及推進事業
・医療情報システムの相互運用性確
保のための対向試験ツール開発事業
・医療情報システムのための医療知
識基盤データベース研究開発事業
・ユビキタス健康医療技術推進事業

＜施策小目標に係る指標＞施策
小目
標１

医療のＩＴ化を推進する
こと

＜施策中目標に係る指標＞

①施
策目
標番
号

④施策小目標 ⑥指標

基本目標Ⅵ　「新しい公共」の実現、成長戦略の中核としての社会保障の展開（未来への投資）等じだいの　要請に応える

施策大目標Ⅵ－３　国際化、科学技術の振興、ＩＴ化に対応する

医政局研究
開発振興課
医療技術情
報推進室
(室長:福原
康之)

政策統括官
付社会保障
担当参事官
室情報連携
基盤推進室
(室長：須田
俊孝）

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

実績 モニ モニ モニ モニ



別紙２

1
ナショナルミニマム（健康で文化的な最低限度の生活）の基準の設
定に向け、検討する

Ⅰ－１－１

2 第二のセーフティネット（求職者支援制度の創設等）を整備する Ⅰ－２－１

3
格差や貧困等の経済損失額を明らかにし、社会保障財源に対す
る考え方を提示し、理解を求め、所要財源の確保を図る。

Ⅴ－１－１

4
規制改革、地方分権を推進するとともに、「新しい公共」の実現に
向けて取り組む。

Ⅵ－１－１

5
「未来への投資」として、医療、介護、子育て、新しい職業訓練等の
分野で、産業育成や雇用創出に繋がる政策を立案し実行する。

Ⅵ－２－１

6

国民に伝わるように情報を発信するとともに、「国民の声」に耳を傾
け、改善へ活かす。また、現状を把握し改善に結び付ける取組の
状況を示す指標の開発を図る。

Ⅶ－１－１

7

厚生労働省が推進する施策を厚生労働省内で自ら実践する。
（ワークライフバランスの推進、超過勤務の縮減、男性職員の育児
休業取得の促進、献血の推進等）

Ⅶ－１－２

8 省内事業仕分けの実施等により、コスト意識・ムダ削減を徹底する Ⅷ－１－１

9

新しい人事システムを構築するとともに、各局各課の組織目標の
数値化を進める。また、厚生労働省に不足する７つの能力（実態
把握能力、コスト意識・ムダ排除能力、コミュニケーション能力、情
報公開能力、制度・業務改善能力、政策マーケティング・検証能
力）の向上を図る

Ⅸ－１－１

関連する施策中目標総合評価を実施する政策

　総合評価予定一覧



別紙３

1 厚生労働省ネットワーク（共通システム）最適化事業 ⅩⅡ－１－１

2 社会保険業務の業務・システム最適化事業 ⅩⅡ－１－１

3 労働保険適用徴収業務の業務・システム最適化事業 ⅩⅡ－１－１

関連する施策目標事業名

　成果重視事業一覧



別紙４

1 産科医療機関確保事業 Ⅰ－１－１

2 医療機関・公的機関等への個人防護服（ＰＰＥ）の確保 Ⅰ－５－１

3 糖尿病等の生活習慣病対策推進費 Ⅰ－１１－２

4 メンタルヘルスの専門相談機関等事業場外資源の紹介体制の強化 Ⅲ－２－１

5 小規模事業場に従事する労働者に対する面接指導専用窓口の開設 Ⅲ－２－１

6 精神障害者の特性に応じた支援策の充実・強化 Ⅳ－３－１

7 ジョブ・カード制度の構築 Ⅴ－１－１

8 精神障害者地域移行支援特別対策事業 Ⅷ－１－１

9 ＡＳＥＡＮ地域の健康確保対策事業 Ⅸ－１－２

　事業評価予定一覧

事業名 関連する施策目標
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